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午後 １時５８分 開会 

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、先生方もおそろいでございますので、ちょっと早

いですが、検討会を開催させていただきたいと思います。ただいまから、第３回災害廃棄物安

全評価検討会を開催いたします。 

 委員の皆様には、日曜日、３回目ということでございますが、ご多忙中にもかかわらずお集

まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

 また、本日も、検討会終了時に報道陣によるカメラ撮りが予定されておりますので、その旨

ご承知おきください。 

 また、本日の会議はこれまでと同様、非公開といたします。 

 なお、本日でございますが、大塚委員は所用があってご欠席ということでございます。 

 また、オブザーバーとして、原子力安全・保安院、それから福島県などからご出席いただい

ております。資料１の出席者名簿にお名前を載せさせていただきましたので、そちらをご覧く

ださい。 

 それでは、まず最初に、資料の確認ということでございますが、１枚目の検討会議事次第に、

資料１から資料７、それから参考資料１ということで、ご用意させていただいております。 

 ないようであれば、お申しつけいただければお届けにあがりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、資料２として、前回の検討会の議事要旨を配布させていただいておりますが、こ

れにつきましては、既に先生方にはご了解いただいているものでございます。 

 それでは、これ以降の議事は大垣座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○大垣座長 またまた日曜日になりまして、よろしくお願いします。 

 それでは、本日の検討会では、これまで２回開催した検討会の議論を踏まえて、処理の方針

を取りまとめてほしいということでございます。各委員のご協力を得て、検討を進めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 時間が限られておりますので、資料の説明につきましては、それぞれ簡潔にお願いできれば

と思っております。 

 最初に、福島県の次長の小牛田さんから、一言お話をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○福島県生活環境部次長 福島県でございます。 
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 委員の皆様にはご熱心に検討をいただきまして、今日、処理方針が示されるということで、

感謝を申し上げたいと思います。 

 今回の処理方針を踏まえまして、今後、関係市町村等々と協議を進めながら、処理の具体化

に向けて進めてまいりたいと考えております。その中で、前にもお話をさせていただきました

が、現在、やはり県内では、その放射性物質による影響に対して、県民の方の不安というのが

非常に高まっているというような状況がございます。例えば、今までは一定の箇所のモニタリ

ングというようなことで示していたのですが、今はもう自分たちの身の回りの、例えば側溝と

か通学路が、実際、どのぐらいの線量なのだろうというようなところに関心が移っているとい

うような状況がございます。 

 そういうことを踏まえますと、やはりこの廃棄物の処理を進める上でも、周辺住民の理解を

どういうふうに得ていくかというようなことが、今後、大きな課題になるのかなと考えており

ます。その際、やはり今回も数字的な部分で、例えば8,000Bq/kgというような数字で示される

ということですけれども、やはりその8,000Bq/kgがどういう基準にのっとっているのか、その

8,000Bq/kgの安全性の評価についても併せてご説明しないと、なかなか住民の方には納得いた

だけないのではないかというようなことを感じておりますので、そういう部分について、基準

とは別に補足資料なり、しっかりフォローいただければということを感じておりますので、一

言だけ申し上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○大垣座長  それでは、まず初めに、参考資料１で「放射性物質が検出された上下水処理等

副次産物の当面の取扱に関する考え方」について、事務局より説明をお願いいたします。よろ

しくお願いします。 

○産業廃棄物課長 環境省産業廃棄物課長の廣木でございます。 

 私から、今、お話のございました参考資料１、資料の最後のほうにございますけれども、

「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱に関する考え方」についてとい

うことで、進めさせていただきたいと思います。 

 ただ今、福島県さんからもご指摘がございましたけれども、もともと福島県内の下水処理場

の脱水汚泥等から放射性物質が検出されたことを受けまして、第１回のこの検討会の項目とし

て意見をいただきました、「福島県内の下水処理副次産物の当面の取扱に関する考え方」とい

うものを取りまとめたわけでございますけれども、その後、福島県以外の東日本を中心とする

さまざまな各地におきまして、下水汚泥もそうですし、また、浄水場、上水発生土からも放射

性物質が検出されたということでございました。これは、単純に福島県内のその取扱いについ
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ての考え方を適用するだけではなくて、いろいろ考えなければならない要素があるということ

がございましたので、原子力災害対策本部を中心としまして、私どもを含めました関係省庁の

間でいろいろ議論を進めてきたというところでございます。 

 他方、いろいろ時間がかかったわけでございますけれども、その中で、前回のこの検討会で

もご報告させていただきました、６月３日付の原子力安全委員会から出されました、いわゆる

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物処理処分等に関する安全

確保の当面の考え方について」という文書も出されたところでございますけど、そのような考

え方も踏まえまして議論して、ようやく先週の木曜日、６月16日に、その考え方というのは取

りまとめることができましたので、それについて、簡単にご説明したいと思います。 

 すみません、以降は座って失礼させていただきます。 

 まず、資料、その原子力災害対策本部名の１ページ目の１．「脱水汚泥等の処理、輸送、保

管及び処分について」というところをご覧ください。ここにございますとおり、実はこれは原

子力安全委員会で決めました、「安全確保について」というもので示された考え方に基づいた

基本的なものを書いてございますけれども、まず、（１）の①で、周辺住民の受ける線量、こ

れは、処理・輸送・保管に伴うものについては、１mSv/年を超えないようにするということが

原則であるということが１つございます。 

 それから、②としまして、その処理等を行う作業者が受ける線量についても、可能な限り１

mSv/年を超えないことが望ましいが、比較的高い放射能濃度の物を取り扱う行程では、「電離

放射線障害防止規則」、これは厚生労働省令に載っている規則でございますけど、それを遵守

することによって、適切に管理を行う必要があるということでございます。 

 また、最終的に、③は処分をしたときの安全性でございますけど、これは処分の管理期間が

終了した後、要するに、全部処分が終わった後に、周辺住民の受ける線量というのは、基本的

には年間10μSv以下であるということにすると。変動シナリオでございますが、基本的には、

何かあったときでも、この300μSv/年以下であるということを満たさなければならないという

のが原則でございます。これを満たすために、様々な要素を考えて、いろいろ議論をしたとい

うのが、以下にご説明するところでございます。 

 続きまして、２ページ目に行ってください。 

 「焼却・溶融」ということでございますけども、（２）ですね。ここでは、焼却・溶融等に

よる減容化が可能なものは、必要に応じ、その「安全確保について」を担保できるよう適切に

管理しつつ減容化すると。例えば、放射性セシウムの濃度が高い脱水汚泥を継続して焼却する
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場合は、焼却施設の集塵装置の適切な能力を確保する等の措置を講ずるということでございま

す。また、焼却灰については飛散防止のため、容器に封入する等の措置が必要であると。です

から、こういうふうに厳重にやるということが基本的原則になっているということでございま

す。 

 それから、今度は、いわゆる仮置き、一時保管ということでございます。それが（３）から

（５）に書いてございますけれども、まず、その脱水汚泥等は、減溶化を行った上で、水道施

設、下水処理場、集落排水施設その他適切な施設に保管すると。 

 この脱水汚泥等の保管等に当たって留意すべき事項というのは、この資料でも後ろの別添２

ということでございますけれども、ここをご覧いただきたいのですが、１．のところで「電離

放射線障害防止規則の適用」ということで、これは、セシウム134、セシウム137を含めまして、

合計で１万Bq/kgを超えるようなものについては、この電離放射線障害防止規則を適用すると

なっているところです。それから、閉じ込めの機能を強化すると。 

 それから、３．で「放射線遮断」ということがございますけれども、その２ページにおいて、

具体的な放射線の遮へい方法として、15㎝のコンクリート壁で覆うと放射線の線量当量率がこ

れだけ減りますよとか、覆土を行うとこれだけ減りますよということであるとか、それから、

（２）のところで、特に土壌の上に脱水汚泥等の仮置きを行う場合には、あらかじめ遮水シー

ト等を敷くと。また、耐水性材料等で梱包した対象物を置き、雤水浸入防止のための遮水シー

ト等で覆う、あるいはテントや屋根等で被覆する等適切な対策を講じると。やっぱりこの水が

入らないということが重要であるということで、このような条項も記載しております。 

 それから、４．では「放射線監視」のやり方、週に１回を目途に、施設立地県ではこのよう

にやりなさいとかいうことが細かく書いてございます。 

 それから、５．で「管理体制の確立」ということで、排出業者はこういうことをしなさい、

施設管理者についてはこういうことをしなさいということが書いてございます。 

 ６．で「管理型処分場に仮置きする際の留意事項」ということも細かく書いておりますけれ

ども、その（４）の中では、特に脱水汚泥等を仮置きする場合は、地盤の沈下抑制に留意した

上で、あらかじめ遮水シート等を敷き、土壌（ベントナイト等）30㎝程度の隔離層を設けた上

で、耐水性材料で梱包等した対象物を置き、即日覆土を行い、雤水浸入防止のための遮水シー

ト等で覆う、あるいはテントや屋根等で被覆する等適切な対策が講じられていることというこ

とで、あと、こういう留意事項をきっちり定めているということでございます。 

 すみません、もとに戻っていただきまして、その最初の２ページ目の（４）になります。 
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 （４）のところでは、上記の他、下記の表に従って、居住地域等の敷地境界から適切な距離

をとることを前提に、仮置きすることができますと書いてございます。この入れるものの放射

線等の必要に応じまして、敷地境界からの距離を、その表に書いてあるとおりにしてください

ということがございます。これは、例えば200ｍ・200ｍぐらいの敷地のところに、毎日、脱水

汚泥等を入れて処分をする。１日８時間の作業をして、その日のうちに覆土するといった条件

の場合も、大気中を経由して、どれだけ周辺に放射線量が及ぶのかということを計算した上で、

このような基準を設けているということでございます。 

 それから、（５）ですけれども、脱水汚泥等について、セシウム134、セシウム137の合計が

10万Bq/kgを超える場合には、可能な限り当該脱水汚泥等が発生した県内で、適切に放射線を

遮へいできる施設で保管することが望ましい。やはり10万Bq/kg以上のものについては、この

ように厳重にやってもらわないと困ると。10万Bq/kg以下のものとは、違う格好で実施してほ

しいということが書いてございます。 

 それから、３ページ目、「処分」のところ、（６）でございます。 

 このセシウム134及びセシウム137の合計の濃度が10万Bq/kg以下の脱水汚泥等については、

特に跡地を居住等の用途に供しないこととした上で、長期的に適切な措置を講じる条件下で埋

立処分をするといったときには、いろいろ計算しますと、最終的には、この跡地からの周辺住

民の被ばく線量が年間10μSv/年を下回るという試算は得られているというところでございま

す。 

 ただ、こういったものにつきましては、やはり個々に埋立処分の場所についても条件が違い

ます。特に長期的な管理が必要となってくるというところがやっぱり重要な要素でございます

ので、その長期的な管理というものを考えた場合に、やはりきちんと環境保全のあり方につい

て検証が必要だということを踏まえまして、当面、セシウム134、それからセシウム137の合計

の濃度が8,000Bq/kg以下の脱水汚泥等については、跡地の居住等の用途に供しないこととした

上で、先ほど、ちょっと留意事項にもありましたけど、要するに、土壌層を設置するとか、防

水対策等の適切な対策を講じた上で埋立処分をすることは可能とするとなってございます。 

 この8,000Bq/kgという数字について、これはいろいろなシナリオを考えているわけでござい

ますけど、特にやっぱり一番効いてくるのは、その現地で作業をする作業員の方ですね。その

作業員の方の被ばく量というのが、年間１mSvを超えないようにするということを見た場合に、

ほかの要素は、ある程度、余裕を持ってクリアしている部分はありますが、そこが一番大きい

と、それぞれの関係省庁間で共有している、そのシナリオの中では明示されているところでご
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ざいますので、そういったものを考慮した上で、8,000Bq/kg以下のものにしているというふう

な基準を設けたということでございます。 

 また、セシウム134及びセシウム137の合計の濃度が8,000Bq/kg以下の脱水汚泥等であって、

処分跡地を農耕、居住等の用途に利用する場合や、8,000Bq/kgを超えて１万Bq/kg以下の脱水

汚泥といった場合には、やはりそういった個別の安全性、それから長期的な管理の方法という

のを個別に検討するということがどうしても必要になってきます。ただ、それがきっちり大丈

夫だろうということが言えるのであれば、それは埋立処分をすることも可能であると考えてお

りますけど、そこは個別の条件というのをしっかり見ていく必要があるのかなと考えていると

ころでございます。 

 当然のことながら、こういったものについては、モニタリングや施設の管理等、必要なもの

を、跡地の安全性が確保できるまでの間、しっかり講じていただく必要があるということでご

ざいます。 

 今後、この8,000Bq/kgを超えて、10万Bq/kg以下の脱水汚泥等については、個別の評価を要

さずに、管理型処分場で処分することについて、そのあり方というものをしっかり検討してい

く必要があると考えているところでございます。 

 それで４ページに行きまして、（７）でございますけれども、（５）の保管、これは10万

Bq/kgを超えるような濃度の高いものですね。この処分につきましては、「安全確保につい

て」に示された処分の「めやす」を満たすことを基本として、具体的な処分のあり方について

は、引き続き検討するとなってございます。 

 それから、（８）を飛ばしまして、（９）でございますけれども、この廃棄物処理事業者、

これは基本的には民間でございますので、民間事業者である場合、当然事業で実施できなくな

るということも想定されるわけでございます。こういうときにつきましては、その当該脱水汚

泥の管理につきましては、県及び脱水汚泥等排出業者において、きちんと管理をしていただか

なければならないということが書いているわけでございます。 

 それから、２．でございまして、「脱水汚泥等を利用した副次産物」、いわゆるリサイクル

ということでございます。 

 まず、こういったものにつきましては、例えば受け入れるものについて、一定の濃度以下に

するということは当然ありますし、また、他の原材料と混合・希釈するということも、実際の

現場ではございます。ですから、こういったことを考慮した上で、その事業者等が市場に流通

する前にクリアランスレベル、100Bq/kg以下になることが合理的に確保されるという物につき
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ましては、これはセメント材、利用して差し支えないと。クリアランスレベル以下のものにな

る物については、利用して差し支えないということになります。 

 これをセメントの例で見てみますと、これは（２）でございますけど、実際、セメントとし

て使う場合には、当然のことながら、生コンクリートや地盤改良材として使うことになります

ので、そういうときには、セメントの生をそのまま使うわけでなくて、そういった生コンクリ

ートや土壌と一緒にまぜるということになってきますので、そうしたセメントの段階では、ク

リアランスレベルの２倍の濃度まで許容されるのではないかというのが基本的な考え方でござ

います。ただ、セメントとして商品、セメントが袋詰めとして商品として出る場合には、やは

りその販売店に引き渡されるときに、セメントの段階でクリアランスレベル以下とすることが

必要であろうという見解でございます。 

 また一方、特に浄水汚泥なんかでよく使っております、園芸用土についてなんですけど、こ

れはまだ再利用に関する評価というのが具体的に定められていない状況でございます。ですか

ら、このようなものにつきましては、当面、製品の出荷を自粛することが適切であるというこ

とで、今後、関係府省においてきっちり安全性を評価した上で、出荷の再開を目指すというこ

とでございます。 

 それから、３．でございますけれども、５ページ目に行きまして、「作業者の労働安全衛生

管理」という項目でございます。 

 特に（２）でございますけれども、これは、要は、いわゆる電離放射線障害防止規則の基準

に該当する、例えば３月間につき、1.3mSvを超える場合、これは１時間当たりに時間を換算し

ますと、2.5μSv/hを超える場合という、そういうおそれがある場合ですとか、あるいは、脱

水汚泥等が電離則第２条第２項の定義、これはセシウムの場合でいきますと、１万Bq/kg以上

のものを扱う場合につきましては、作業員の安全を確保するため、電離則の関連規定を遵守し

てくださいということが書いてございます。 

 あと、４．「備考」ということで、脱水汚泥等の放射能濃度につきましては日々の変動もあ

ります。ですから、これは一種の「目安」ということでございますので、ただ、この放射線防

護上の安全性について、必ずしも大きく異なることはないと考えているところでございますが、

６ページ目の（２）にありますように、今後、検出実績を大幅に超える放射能濃度が脱水汚泥

等から検出された場合等状況の変化があった場合には、本考え方の見直しを含め、適切に対応

していくとなっているところでございます。 

 以上、すみません、省略しながらでございましたけれども、考え方についてご紹介させてい
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ただきました。失礼します。 

○大垣座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問ござ

いましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○森澤委員 ただいまご説明いただきました資料の５ページ目に、電離則の関係が出てまいり

ました。線量については「目安」というのが出てきて、これが守られるように全体を管理しよ

うということでよく理解しました。特に、この５ページの（２）の第２パラグラフですが、脱

水汚泥等が電離則第２条第２項に定める放射性物質に該当する場合云々と、こう出てまいりま

すが、これから先、処理が進んで、例えば焼却灰中の放射性核種濃度が高くなって、電離則が

定める放射性物質に相当する濃度以上のものが出てきたときに、ここでは電離則を適用する可

能性があると書いてあるのですが、どういうふうに整理されているのでしょうか。クリアラン

スを計算したときの被ばく線量が10μSv/y以下になるというのを優先して、仮に、放射性物質

濃度限度を超えたとしても、放射性物質とみなさないという見解が示されたのでしょうか。あ

るいは、それはまだ決着がついていないという理解をするべきなのでしょうか、お教えいただ

けますでしょうか。 

○大垣座長 どなたか、情報をお持ちの方がおられますか。 

○企画課長 今のここの可能性があるということの解釈なのですが、実は、ここのところは、

私ども、今、厚生労働省といろいろ相談をして、特にご意見はなかったものですから、こうい

う表現にしているのでありますが、今、先生からご指摘のあったところ、どのように解釈して

いるのかというところまでは、ちょっと細かなところまでは確認しておりません。 

○大垣座長 よろしいですか。 

 ほかにはないでしょうか。 

○井口委員 ただいまご説明いただいた資料の５ページの備考の（１）なんですけども、これ

は、いわゆる「目安」とするということで、定められている数値というのが対数であることは、

一応我々、専門家はわかっていますが、その数字が逆に示されると、一般の方はこれを理解で

きないのではないかと思います。そのため、ここの文章、もう出てしまっているので、今さら

というところもありますが、この超えた場合にもオーケーですよというような、ニュアンスの

文章というのは、逆に混乱を招くのではないかと思います。それについて、何か適切な対処と

いうのはできるのですか。要するに、逆に言うと、もうその「目安」について、超えてはいけ

ないと限定したほうが、よろしいのではないかと私なんかは思うのですが。この記載自体は正

しいと思いますが、実際に運用する場合には、そのほうが適切ではありませんかというコメン



－9－ 

トです。 

○産業廃棄物課長 これは、私ども環境省の提案で、この要素が適切かどうかはわかりません

けど、おっしゃるとおり、ここで対数的な処理を行って、これは計算していますよというのは、

我々は当然、それで理解した上で進めているわけですけど、ただ、やはり一旦、こういう基準

が出てしまうと、確かにそれがベースになるというところは当然出てくるかと思います。です

から、そこはもともとそういう性質であるものを理解した上で、ただ、実際の運用について、

基準を遵守するという方向でやらせるしかないのかなと思っておりますが、またそこはいろい

ろご意見をいただければと思っております。 

○大垣座長 これは出てしまったものなので、その運用のときがなかなか難しいことが起きる

ということのご指摘だと思いますけれども、よろしいですか。ご指摘いただいたということで、

よろしいでしょうかね。 

○井口委員 はい。 

○大垣座長 他がなければ、次へ行ってよろしいでしょうか。 

（はい） 

○大垣座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、２番目で、これは資料３ですが、原子力安全・保安院が行った調査等に基づいて、

資料３及び資料４でご説明をお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

○原子力安全基盤機構技術参与 それでは、資料３の「災害廃棄物の放射能濃度の推定方法に

ついて」という資料について、ご説明させていただきます。 

 原子力安全基盤機構の川上と申します。 この資料は、前回、「放射能濃度測定結果に対す

る考察案」という資料をお配りいたしました。その結果を踏まえて、保安院の意見聴取会でい

ただいた意見も踏まえて、推定方法についてということでまとめております。 

 前回の資料から変更いたしました部分は赤字で書いてございますので、この赤字を中心にご

説明させていただきたいと思います。 

 それぞれの考察にタイトルをつけまして、何を言いたいか、内容が明確になるようにタイト

ルをつけましたが、最初の変更点は②でございます。災害廃棄物の種類別の放射能濃度につい

てということで、前回、セシウム134と137はほぼ同じレベルであり、廃棄物の種類（木質、瓦、

コンクリート類）では有意な差が見られなかったと。サンプル測定結果とIn-situ Ge測定結果

には有意な差があったというご説明をいたしましたが、その木質とその他について、In-situ 

Geで測定した結果においても有意な差異がないのか、あるいは、環境省の仮置場における災害
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廃棄物から１ｍ離れた地点における空間線量率のデータを用いても差異がないかという検討を

追加いたしました。その追加したものが、５ページ目の図３でございます。 

 図が２つございますが、左上のほうがIn-situ Geによる差異を比較したものでございます。

それから、右下のものが、環境省の空間線量率のデータを比較したものでございます。ご覧に

なって、いずれの測定も特別に有意な差がないということで、災害廃棄物（木質、瓦、コンク

リート類）は、同じグループとして扱うのが適切であるという結論に達しております。 

 それから、６ページ目でございます。 

 ④土壌のＣs放射能濃度と空間線量率の関係ということで、空間線量率は同一地区において

も、測定点によっては大きなばらつきが見られるが、空間線量率と土壌のＣs濃度の間には有

意な相関関係があるということで、文科省の空間線量率のデータとＣs濃度に関するデータを

用いたものを最初に提示いたしましたが、小学校の校庭等のデータも追加すべきではないかと

いうようなコメントで、これも併せて検討をいたしましたということで、それらを含めた図は、

図４にプロットをしてございます。 

 小学校のデータは、必ずしも今回の災害廃棄物の放射能濃度を包絡するものではないので、

全体のデータを用いた回帰式を用いるのが適切であるということで、図４に２つの回帰式が書

いてございますが、青い太い線ですね。全体のデータを用いた線で、今回の災害廃棄物を包絡

するということで、これを提案しております。 

 それから、⑤ですけども、災害廃棄物の放射能濃度と土壌のＣs濃度の関係はどうかという

ことで、災害廃棄物の放射能濃度は、単位重量あたりの表面積や材質の収着性に左右されると

思われるが、今回のサンプル測定結果及びIn-situ Ge測定結果は特殊なものを除き、ここでは

生木等でございますが、結果として上記の土壌のＣs濃度に包絡されており、災害廃棄物濃度

はこの土壌のＣs濃度により安全側に包絡できると。また、災害廃棄物の平均的放射能濃度は、

この土壌のＣs濃度の枠内で一様にばらついていると想定すると、この枠の平均値と比較的よ

く一致するということで、図５の５ページでございますけども、線が４つ記載してございます

が、一番上が土壌のＣs濃度でございます。ピンクの青い細い線がその半分の濃度を示したも

のでございまして、例えば、南相馬市や福島市のところを見ていただきますと、今回、測定い

たしましたデータは、0.8μSv/hくらいのところで、一番上の青い線から下のほうにばらつい

ております。これの全体の平均がどのくらいかということでプロットしたものが、赤の太い線

で横に引いてあるものでございます。これが全体の平均でございまして、災害廃棄物の平均は、

この全体のＣs濃度の半分ぐらいとよく一致しているということでございます。 
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 それから、飛びまして、10ページ目でございますけども、サーベイメータによる災害廃棄物

の空間線量率からの予測ということで、サーベイメータによる災害廃棄物から１ｍの地点の空

間線量率とバックグラウンドの空間線量率の半分（災害廃棄物の背面からの寄与分を除く値）

を差し引き、これを災害廃棄物による空間線量率とし、災害廃棄物の放射能濃度と空間線量率

の線量換算係数を用いて、廃棄物の平均的放射能濃度をある程度評価できるということで、環

境省が行いました、廃棄物から１ｍの地点のデータ、バックグラウンドのデータを用いて予測

をいたしました。全仮置場のデータを用いて予測しました。その結果が12ページ目の図８に記

載してございます。 

 図８のひし形のポイントが、それぞれの仮置場の平均値でございまして、横に広がったり、

上下に広がっているものは、誤差幅を示しているものでございます。それで、上のほうに橙色

の赤い線が引いてございますが、この線は、上からの枠内に書いてございますけども、仮置場

で0.9μSv/h以上の測定対象のその集合体の濃度を95％で包絡するという意味合いで線を引い

たものでございます。大体こういう関係になりますということで、橙色のこの線を用いますと、

約95％で廃棄物の濃度を包絡できるのではなかろうかということでございます。 

 以上を踏まえまして、17ページでございますけども、測定結果の活用に関する考察というこ

とでまとめております。 

 ①が今回測定した災害廃棄物の放射能濃度は、前述したように災害廃棄物が発生した地域の

土壌のＣsの放射能濃度に安全側に包絡され、土壌のＣsの放射能濃度と空間線量率には相関関

係があることが確認された。また、サーベイメータによる災害廃棄物の空間線量率とバックグ

ラウンドから算出した災害廃棄物の放射能濃度の予測値は、土壌のＣsの放射能濃度から算出

される災害廃棄物の平均の放射能濃度と比較的一致することが確認された。 

 したがって、災害廃棄物の放射能濃度を安全側に評価するには、以下の方法が考えられると

いうことで、３つ記載してございます。Ⅰが、空間線量率と土壌のＣsの放射能濃度の相関関

係を用いて災害廃棄物の放射能濃度を評価する方法、Ⅱが、空間線量率が比較的高く、土壌の

Ｃs濃度の相関関係が過度な保守性をもたらす可能性がある領域においては、サーベイメータ

による災害廃棄物の空間線量率とバックグラウンドから算出した災害廃棄物の放射能濃度に適

切な安全裕度を持たせて予測する方法、Ⅲが、発生地点が不明な場合、上記による評価の適用

性が検証されていない高い空間線量率の領域の場合、あるいは実際の廃棄物の放射能濃度を直

接評価したい場合には、各災害廃棄物の集合体ごとにIn-situ Geで測定する方法と、３つ考え

られますと。 
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 ③でございますけども、上記のⅠ、Ⅱに基づく具体的な災害廃棄物の放射能濃度の評価方法

を図12に示しますということで、次のページでございますが、全体を包絡するような格好で、

青い線と橙の線が引いてございますが、この線を用いて推定するというものでございます。 

 具体的には、17ページ目に戻っていただきまして、まず、ａ項ですけども、空間線量率が比

較的低い0.9μSv/h以下の地域では、空間線量率と土壌のＣs放射能濃度の相関関係を用いて災

害廃棄物の放射能濃度を評価する。 

 ｂといたしまして、0.9μSv/h以上の空間線量率が比較的高く、土壌のＣs放射能濃度の相関

関係が過度な保守性をもたらす可能性がある領域においては、サーベイメータによる災害廃棄

物の空間線量率とバックグラウンドから算出した災害廃棄物の放射能濃度に適切な安全裕度を

持たせて評価する。 

 それから、In-situ Geによる測定により災害廃棄物の放射能濃度が確認されているのは、空

間線量率が0.8μSv/h程度までであるので、この領域を超えて仮置場すべてを包絡するように、

2.5μSv/h程度まで適用するためには、念のため空間線量率の高い仮置場（２～３カ所）でIn-

situ Geにより保守性を再確認する。 

 それから、上記の評価式や安全裕度の妥当性については、災害廃棄物の放射能濃度の新たな

知見やデータの蓄積を反映して、適宜見直していくものとするということでございます。 

 ④上記の災害廃棄物の放射能濃度を逸脱するような特殊な廃棄物については、In-situ Geで

直接測定するというものでございます。 

 最後に、In-situ Geで直接測定する場合の注意事項等について記載してございますが、これ

は同じでございますので、割愛いたします。 

 以上でございます。 

○大垣座長 ありがとうございました。それでは、次に、日本原子力研究開発機構から、引き

続きご説明をお願いいたします。資料４でしょうか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 日本原子力研究開発機構の木村です。 

 それでは、資料４について、説明いたします。 

 今回の試算は、セシウム134、137の単位濃度（１Bq/g）当たりの影響を計算したものでござ

います。 

 １ページの１．として、評価シナリオということで、ここでは４つのシナリオを考えてござ

います。 

 最初に、解体・分別シナリオ、これは、災害廃棄物の解体・分別に従事する作業者への影響
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を想定したシナリオでございます。 

 ②の焼却処理シナリオは、木材などの可燃物である災害廃棄物を焼却・溶融施設において処

理する際の作業者への影響と、その処理施設の周辺の居住者への影響、溶融固化物を再利用し

た場合の一般公衆への影響を想定したシナリオでございます。災害廃棄物を焼却処理すること

によって生じた焼却灰が埋設処分される過程における焼却炉の操業や、焼却灰の埋立による作

業者への影響や、埋設処分後の跡地利用や、処分場周辺の地下水利用による一般公衆への影響

を評価するものでございます。 

 ③の埋設処分のシナリオは、コンクリートなどの不燃性の災害廃棄物を直接処分する際の埋

立・操業に関わります作業者と、埋設処分後の跡地利用や処分場周辺の地下水利用による一般

公衆に対する影響を評価したシナリオでございます。 

 最後の④の再利用シナリオは、金属やコンクリートといった災害廃棄物をそのまま再利用、

あるいは再利用のために処理する場合の作業者への影響や処理施設周辺の居住者への影響、リ

サイクル製品を利用する一般公衆への影響を想定したシナリオでございます。 

 ２ページに移りまして、そのポンチ絵が上のほうに書いてございます。 

 最初に、解体・分別シナリオの評価の方法でございますけども、（１）といたしまして、山

積みされました災害廃棄物の分別作業における外部被ばくの評価式が、（1.1）式に示されて

ございます。この評価式は、災害廃棄物中の核種濃度が決められ、さらに、それに対する外部

被ばくの換算係数が求められ、それに年間の作業時間とか、１年間の被ばくにおける減衰の項

であります「１－exp」等を掛けまして、算出するものでございます。 

 外部被ばく換算係数等に関しましては、遮へい計算コード等によって算定するということで

ございます。 

 次に、作業者の粉じん吸入による内部被ばくにつきましては、（1.2）式で評価するという

ことで、基本的には、放射性廃棄物の核種濃度と、吸入被ばくに関する換算係数と、先ほどと

同じように、１年間における被ばくの減衰及び被ばく期間等を掛けまして、算出いたします。 

 次に、３番目の線量被ばく過程といたしまして、山積みされた災害廃棄物の分別作業におき

まして、作業者が指をなめるなどの行為によりまして、指に付着した放射性物質を直接経口摂

取することによる内部被ばくにつきましては、（1.3）の式で評価するということでございま

す。これについても同様に、廃棄物中の濃度と内部被ばくの換算係数を掛けて計算するという

ものでございます。 

 次に、（２）のビルなどの大型建造物の解体作業に関しましては、解体作業と同様に、外部
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被ばくについて、（1.1）式等を用いまして線量を求めるということになります。 

 （３）といたしまして、自動車などの金属廃棄物の解体・分別に関しましては、外部被ばく

に関しては、先ほどの（1.1）式等を用いて評価すると。 

 自動車等の解体・分別に関しましては、作業者が皮膚被ばくをする可能性が高いということ

で、（1.4）式を用いて、同様に皮膚被ばくの線量を評価します。これも同様でございまして、

濃度に皮膚被ばくの換算係数を掛けまして、評価期間を乗じまして評価するということでござ

います。 

 次に、３ページの下ですけども、焼却シナリオと埋設シナリオにおける評価ということで、

これに関しましては、従来のクリアランスレベル評価と同じ評価方法を使用いたしまして、評

価経路を設定しました。ただし、一般廃棄物の最終処分場の跡地は公園として利用することが

考えられますので、最終処分場の跡地において一般公衆が公園を利用する経路を設定し、４ペ

ージ以降のように影響を評価したということでございます。 

 ４ページの上のほうに、公園利用の被ばくの式が書いてございます。これは、基本的に先ほ

どの（1.1）と同様の式でございまして、外部被ばくということで、外部被ばく換算係数を計

算して、公園の利用時間を掛けて被ばく線量を求めるというものでございます。 

 ４ページの、最後の再利用シナリオですけども、これにつきましては、従来のクリアランス

レベルと同じ評価方法を用いまして、評価経路を設定してございます。 

 ２．に移りまして、評価経路とパラメータにつきまして、まず、解体・分別シナリオにつき

ましては、新たに設定されたシナリオでありますので、パラメータには災害廃棄物の実態に合

わせて設定しましたパラメータのほかに、クリアランスレベル評価と同じ設定が可能なものに

ついては同一の値を設定してございます。 

 ②の焼却処理シナリオについては、災害廃棄物の処理処分の実態に合わせるために、焼却炉

の型式といたしまして、従来のクリアランスレベルの評価において用いられていました炉型が

ロータリキルンでございますけども、今回はそれをストーカ炉に変更してございます。また、

焼却能力等も変更し、大気中での分散係数につきましては、福島県における煙突の高さとか、

地上風速から推定した値を採用してございます。災害廃棄物の焼却の年数でございますが、こ

れに関しましても新たに設定すると。焼却灰の総量あるいは処分場の大きさとかいうもの、あ

るいは年間の作業時間、埋設時におきまして、中間覆土とか、区間覆土というものを考慮する

というような設定をしてございます。また、公園利用に関するパラメータは、新たに追加した

ものでございます。 
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 ５ページに移りまして、埋設処分シナリオにつきましては、従来のクリアランスレベル評価

において用いたパラメータを基本として、新たに処分場跡地の公園利用に関するパラメータを

追加してございます。 

 最後の再利用シナリオに関しましては、従来のクリアランスレベル評価において用いました

パラメータを用いることを基本としてございます。 

 以下、パラメータとか、その実際に用いたパラメータの設定根拠とかを説明したものが表に

ございますけども、ここでは、時間の関係で説明を割愛させていただきます。 

 ずっと行っていただいて、ずっとパラメータ評価がございまして、47ページまでパラメータ

の表がございます。 

 48ページに移りまして、放射性物質による影響の評価結果ということで、今回の評価結果を

ご説明したいと思います。 

 評価シナリオは、先ほど述べました４つの評価シナリオでございます。特に、焼却処理シナ

リオにつきましては、下記の条件、すなわち、３つの解析係数を想定してございます。すなわ

ち、可燃物であります災害廃棄物については、既往の焼却炉において、家庭ゴミとともに災害

廃棄物を焼却するケース、これを「併用ケース」と呼んでおります。それと、大量の災害廃棄

物の減溶処理のために災害廃棄物の専用の焼却炉を導入するケース、「仮設炉ケース」と呼ん

でいます。それに分けまして、影響解析を行ってございます。 

 併用ケースの影響解析におきましては、福島県中通り地方及び浜通り地方の市町村及び一部

事務組合によって構成されています12の行政区域について、最終処分場と焼却施設の対応関係

が１対１に対応する８つの行政区域（併用ケースＡ：焼却処理施設の処理能力のみで最終処分

場の評価が可能）という場合と、これが１対２の対応の４つの行政区域（併用ケースＢ：複数

の焼却処理施設の処理能力の合算によりまして最終処分場を評価する必要あり）という場合の

２つに分けてございます。 

 また、併用ケースの影響解析に当たっては、各グループにおけます焼却処理と焼却灰の埋設

処分に関する経路の線量を保守的に評価することを念頭に、次のようなモデルケースを想定し

まして、解析するということにしてございます。 

 最初に、併用ケースのＡですけども、この場合は、焼却能力150ton/day、これは１日当たり

50tonの炉を３基使うというものでございまして、最終処分場としては150ton/dayの焼却施設

からの焼却灰を埋設するというもの。 

 併用ケースのＢというのが、焼却能力390ton/dayと。これは130ton/dayの炉を３基使用する
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というものでございます。最終処分場としては690ton/dayということの焼却施設からの焼却灰

を埋設というものでございます。 

 次に、仮設炉ケースですけども、仮設炉ケースの解析では、既往のクリアランスレベルの評

価において対象とされた焼却能力100ton/dayの炉をモデルケースとした評価を行ってございま

す。 

 災害廃棄物の混燃率は、福島県内の焼却施設における余剰焼却能力を考慮いたしまして、併

用ケースＡとＢ、両方とも27％というふうに仮定してございます。仮設炉ケースに関しまして

は災害廃棄物専用ということで、100％燃焼させるということでございます。 

 溶融炉関係の影響評価に関しましては、福島県において稼働中の溶融炉が１基のみのために、

それをモデルケースとして評価してございます。 

 また、１つの行政区において埋設処分される焼却灰の最大量は4.5万tonということでありま

して、これは環境省の推定でございます。保守的に処分場の１区画がすべて焼却灰で占められ

ると仮定してございます。 

 表の３－１から３－６に、各シナリオの結果について書いてございます。 

 それでは、まず、50ページのほうの表の３－１ということで、解体・分別シナリオの結果で

ございます。 

 上に書いてございますのが、処理・輸送・保管に関わる作業者ということでございます。評

価経路としては、１から６ということで、そのうちの６というのが皮膚被ばくの経路でござい

ます。 

 ちょっとこの図の網かけが間違ってございまして、上の緑の網かけが一番上になっているん

ですけども、決定経路としては、コンクリート廃棄物の解体作業者の－外部が、いずれの場合

も決定経路ということでございますので、一番低くなってございます。コンクリート解体物の

作業者の外部としては、4.1E－02mSv/y per Bq/gということで、これが一番高い値ということ

でございます。従いまして、１mSv/y相当濃度ということで算出いたしますと、セシウム134、

137を合わせて24Bq/gということが、このシナリオの決定経路ということでございます。 

 続きまして、表３－２ということで、51ページの併用ケースのＡの結果について、ご説明い

たします。 

 まず最初に、処理・輸送・保管に関わる作業者ということで、７から33の評価経路に関しま

しての計算結果でございます。ここでの決定経路は、一番線量の高くなるケースとしては、や

はり焼却灰の埋立作業者の外部ということで、１Bq/g当たり、5.8E－02ということでございま
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す。そのときの１mSv/y相当濃度というのが17Bq/gということになります。 

 その下の10から38に関しましては、皮膚被ばくでございます。 

 最後に、下のほうに、一般公衆の影響ということで評価したものが、評価経路№16から25と

いうことで、この経路におきましては、一番高くなっておりますのが、焼却炉周辺に居住する

子どもの土壌からの外部被ばくということで、この場合の１Bq/gあたりの線量というのは1.8E

－04ということで、10μSv/y相当濃度としては、55Bq/gという結果になってございます。 

 １ページめくっていただいて、52ページですけども、52ページに併用ケースＢということで、

焼却条件を変えたものですね。その場合の経路が主な事業に書いてございます。 

 評価経路７から79までということで、ここの経路におきまして、やはり一番最大の線量を与

えておりますのが、焼却灰の埋立作業者の外部ということで、これが１Bq/gあたり0.26mSv/y

ということで、これは先ほどのケースＡよりも線量は高くなっていると。これは専用というか、

焼却能力が大きいために線量が高くなっております。そのときの１mSv/y相当濃度が3.8Bq/gと

いうことになってございます。 

 その下の10から67が、皮膚被ばくでございます。 

 53ページに移りまして、一般公衆への影響ということで、評価経路の16から25が、ケースＢ

の焼却炉の周辺の公衆の影響評価ということで、この中で一番高くなっておりますのが、先ほ

どと同じく、焼却炉周辺に住む子どもの土壌からの外部被ばくということで、この場合の線量

が4.8E－04と。10μSv/y相当濃度としては21という値が出てございます。 

 評価経路35からずっと下に81までが、これがケースＢにおけます、跡地利用をした場合の公

衆の影響評価ということでございます。この中で、跡地の建設に関しましては、建設作業者の

外部が一番高くなっております。跡地居住に関しましては、跡地居住の外部の子どもというこ

とで、この場合が一番高くて、１Bq/gあたり0.31mSv/y、10μSv/y相当濃度ということになり

ますと、3.2E－02Bq/gということで、極めて低い値になってございます。 

 跡地を公園利用に限定した場合の結果が、その下の50から51ということで、その場合ですと、

10μSv/y相当濃度としては62Bq/gという結果が得られてございます。 

 52から63までは、地下水利用の線量でございます。この場合の一番高い線量を与えてござい

ますのが、地下水利用で農作物を摂取した場合の成人ということで、この場合で46Bq/gが10μ

Sv/y相当濃度ということになってございます。 

 ケースＢの場合につきましては、溶融炉を設定してございまして、その影響を評価したのが

68から81でございます。このときの決定経路が、溶融炉周辺に居住する子どもの外部というこ
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とで、これが決定経路になってございまして、10μSv/y相当濃度としては500という値が算出

されてございます。 

 また、溶融固化物の再利用の駐車場外部ということで評価いたしますと、10μSv/y相当濃度

は1.7E－02 Bq/gという具合に低くなってございます。 

 下のほうに最大値をまとめたものがついてございます。 

 次に、54ページに移りまして、焼却処理、これは仮設炉ケースということで、専用の焼却炉

を設定した場合の結果でございます。このケースが結果的に一番厳しい条件となってございま

す。 

 まず、処理・輸送・保管に関わる作業者ということで、評価経路７から33までの経路につき

ましては、最大の線量を与えますのは埋立作業者の外部ということで、0.14mSv/y per １Bq/g

ということでございます。１mSv/y相当濃度としては7.2Bq/gということになってございます。 

 下に皮膚被ばくの経路が書いてございます。これは評価経路10から38ということでございま

す。 

 55ページに移りまして、一般公衆への影響ということで、評価経路16から25が焼却炉周辺の

居住者の影響ということでございます。ここにおきましては、最大の線量を与えていますのは、

焼却炉周辺に住む子どもの土壌からの外部被ばくということで、この場合は、10μSv/y相当濃

度としては21 Bq/gという値が算出されてございます。 

 次に、35から37が跡地利用の建設作業者ということで、この場合は、その作業者の外部被ば

くが一番高くて、その場合の10μSv/y相当濃度は８E－02ということでございます。 

 39から49が、跡地居住した場合の評価経路でございまして、先ほどと同じく、居住者の外部

の子どもが一番高くて、この場合の線量としては、１Bq/gあたり1.1mSv/yということで、10μ

Sv/y相当濃度としては8.7Ｅ－03 Bq/gということになってございます。これが、いずれのケー

スにおきましても、一番低い値ということでなっております。 

 50から51が、跡地公園を利用した場合の線量でございまして、その場合は、10μSv/y相当濃

度が18Bq/gということになってございます。 

 52から53が、地下水利用に関する経路でございまして、最大の線量は地下水利用農作物摂取

（成人）ということで、10μSv/y相当濃度として8.6Bq/gということになってございます。 

 その下に、実効線量の最大値のまとめた表がついてございます。 

 仮設炉ケースに関しましては、溶融はないということで、溶融経路の評価は行ってございま

せん。 
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 次に、56ページに移りまして、埋設処分ということで、これは、災害廃棄物をそのまま埋設

した場合の影響評価ということでございます。 

 まず、処理・輸送等に関する被ばく経路としては、先ほどと同じく、埋立作業者の外部が一

番高くて、そのときの１mSv/y相当濃度は10Bq/gという結果になってございます。 

 その下が、皮膚被ばくの結果でございます。 

 最後、次の57ページのほうに一般公衆の影響が書いてございます。これにつきましても、先

ほどと同様ですけども、建設作業者の外部が、作業者の外部としては一番高くて、10μSv/y相

当濃度としては0.79 Bq/g、跡地居住した場合の子どもの外部被ばくが一番高くなっておりま

して、この場合、8.7E－02 Bq/gということでございます。 

 跡地公園利用の場合ですと、170Bq/gという値になります。 

 地下水利用の農作物摂取の成人に関しましてが、地下水利用に関する経路では一番高くて、

この場合で46という結果になってございます。 

 次に、58ページのほうに移りまして、最後の評価シナリオでございます、再利用シナリオに

ついての結果が書いてございます。 

 評価経路134から161という経路、処理・輸送・保管に携わる作業者ということで見てみます

と、最大の線量を与えていますのが、コンクリートの処理の作業者の外部ということで、１

Bq/gあたりで3.3E－02 Bq/gということで、１mSv/y相当濃度としては30 Bq/gという値が出て

ございます。 

 その下は、皮膚被ばくの経路でございます。 

 59ページのほうに移りまして、一般公衆への影響ということで、その影響の再利用の場合の

結果が出てございます。 

 124から127が、金属処理周辺上におけます影響ということで、この最大の線量を与えており

ますのが、金属処理周辺の農作物からのということで、この場合の線量が、10μSv/y相当で

0.73 Bq/gという値になってございます。 

 次が、評価経路130から133がコンクリート処理場の周辺ということで、この場合の最大の線

量は、処理場の周辺の農作物からの影響ということで、この場合で、10μSv/y相当濃度で150 

Bq/gということになってございます。 

 評価経路120から157が、冷蔵庫とか、そういったものをつくった場合の影響ということで、

船舶が一番大きくなっていまして、240 Bq/gという値でございます。 

 評価経路128から129が、壁材ということで見てみますと、壁材の子どもの影響が一番大きく
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て、10μSv/y相当濃度で8.7E－02 Bq/gとなっております。 

 評価経路158から163は、スラグの再利用駐車場とコンクリートの再利用駐車場ということで、

スラグの場合ですと、壁材よりもさらに低くて、5.7E－02 Bq/gということになってございま

す。 

 同様に、最大値をまとめたものが下に書いてございます。 

 以上、急ぎではありましたけども、説明を終わらせていただきます。 

○原子力安全・保安院総合廃止措置対策室長 ちょっと一言、よろしいでしょうか。 

 ただいまご説明いただきました中で、跡地居住者の濃度が、かなり低い濃度で10μSv/yに達

するという説明がございましたけども、ただいまの資料の７ページの欄外、最初の※を見てい

ただければと思いますが、まず、この建てるときに、建設作業をどうするかと申しますと、焼

却灰の上に50㎝の覆土をするわけですが、建設作業をするときに、それを３ｍほじくり返しま

す。ほじくり返して、その焼却灰と土壌が混合されたものが、もう焼却灰が地表に出てきてい

る状況を想定しておりまして、その地表に出ているところに、１年間、8,760時間、ずっと居

住するという評価で行っているものですから、10μSv/y相当の濃度が低くなるということでご

ざいます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○大垣座長 それでは、私から今のご説明、先にちょっと確認させていただきたいのですが、

今の資料の見方なのですが、例えば、55ページの焼却処理シナリオ（仮設炉ケース）で、一般

公衆の計算が出ておられまして、緑色の印をつけて説明をされていて、例えば35番は、左側の

単位廃棄物中濃度あたりの年間被ばく線量というのが、シミュレーションで要するに、0.13μ

Sv/yであるということですね。この右側の10μSv/y相当濃度というのは、こういうシナリオの

ときに、そこの廃棄物の濃度のBq/gが、これだとＥ－02ですから、0.08 Bq/gであることに相

当するということですよね。そうすると、この場合には、この処理をすると、この0.08 Bq/g

では10μSv/yを超えてしまうという理解でいいですか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 はい、よろしいです。 

○大垣座長 右は小さい値が問題があるんですね。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 はい。 

○大垣座長 それでは、皆さんのご意見を聞いてからにいたしましょう。 

 それでは、申し訳ない。中断してしまったような形になりますが、資料３と資料４に関する

ご説明をいただいたわけですが、ご質問、ご意見をいただければと思います。いかがでしょう
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か。 

○大迫委員 今のシナリオ評価の中で、55ページですが、下のところに注意書きで、その処理

に伴う周辺住民における線量は１mSv/yというのが、原子力安全委員会から出た考え方だった

わけですが、ここについては、10μSv/yで統一して見ているという意味はどういうことでしょ

うか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 10μSv/yを使っているというのは、クリアランスに倣っ

ているという意味でございますので、安全委員会の10μSv/yというのは、管理を全くしなくな

った状況においての被ばくとしては10μSv/yと300μSv/yを考えなさいということでございま

す。ある程度の管理が想定される場合は、１mSv/yでよろしいのではないかというのが、現在

の安全委員会の考え方だと理解しております。 

○大迫委員 もう尐しそこの点を確認したいのですが。ということは、焼却炉から、例えば煙

突から飛散した粉じんが、周辺の一般公衆に対して被ばくする可能性があるということに関し

ては、原子力安全委員会の考え方はそうだけども、コントロールがしにくいので、10μSv/yで

見るべきだということを言っておられるのでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 必ずしもそうではなくて、安全委員会は、多分現存被ば

くの状況ということで、１mSv/yを使いなさいとおっしゃっていますので、本来は、これは１

mSv/yでやるべきだと私は理解しております。これはあくまで、10μSv/yに準じた評価、従来

のクリアランスに準じた評価ということでございますので、そういう整理の仕方をしていると

いうだけでございます。 

○大垣座長 今のは、計算を10μSv/yでやれば、こういうふうになりますということにすぎな

いという言い方にも聞こえますが、それで一応回答としてはよろしいですか。 

○大迫委員 はい、意味としては。 

○大垣座長 ほかに。どうぞ。 

○酒井委員 同じページで、質問をさせていただきます。その後、跡地の建設とか、居住とか、

いろいろシナリオが出てまいりますが、その41番のシナリオで、跡地に居住者が住んで、その

外部被ばくで子どもの10μSv/y相当が8.7E－03、0.0087Bq/gということですね。これまで、再

利用等でのクリアランスで話をしてきた、10μSv/y相当のセシウム濃度、0.1Bq/gという数字

があります。先ほどの下水汚泥のレポート等でも出ておりますが、それより二けた下をこのシ

ナリオでは考えなければならないという、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 そういうことになります。焼却によりまして濃縮された
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10倍程度の濃縮と、さらに、原子炉クリアランスでは放射性廃棄物ではないと。汚染されてい

ない廃棄物の希釈というのが0.1考えられておりまして、それによって0.1ということで、その

合わせて二けた分の違いが、当然、原子炉との違いとして出てきます。 

○酒井委員 ということは、このシナリオ分析のメッセージとしては、こういう焼却した後の

残渣を埋め立てた跡地には住むことは推奨しないという、そういう理解をしたほうがいいとい

うことでよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構研究主幹 はい、そのとおりでございます。 

○酒井委員 あわせて、すみません、今の資料で、尐しお願いをしたいのが、２ページ、３ペ

ージあたりのモデルの説明ですが、解体・分別といったシナリオは非常に丁寧に書いていただ

いて、よくわかりやすいんですが、焼却シナリオのところが、いわゆる焼却排ガスの移行等々

のモデルが、一切、書き込まれておりません。ちょっと理解しづらいところがありますので、

ぜひ加えていただきたいと思います。これは希望でございます。 

○原子力安全・保安院総合廃止措置対策室長 今、先生のご発言の中で、55ページで、跡地で

推奨しないのか言われましたけれども、ここはあくまでも、先ほど言わせていただきましたけ

ども、50㎝の覆土で、その下に焼却灰があるわけですけども、建てるときにはそれを掘削して、

その焼却灰が上に出るような形で、土の表面に出てくるということを想定して計算しておりま

すので、これを例えば覆土を３ｍ以上にするとかいうことにすれば、それはまたこの評価は違

ってきますので、こちらとしましては、別にその推奨をする、しないという話ではなくて、50

㎝の覆土で、それを３ｍ掘削して行うと、こういう評価になりますという一例をお示しさせて

いただいているというものでございます。 

○酒井委員 そういうことは、今、申されたようなシナリオの数値はどういう仮定の下でどう

なるかということを併記でちゃんとお示しいただかないと、この数字から我々は、その意味す

るところを理解することはできないということになると思います。今、お示しいただいた数字

から見れば、こういう理解でいいですかということを確認して、お答えいただいたということ

です。今、申し上げられたことを主張されるのであれば、その点は資料にはちゃんと入れて、

お示しいただくということは必要だと思います。 

○原子力安全・保安院総合廃止措置対策室長 申し訳ございません。ただ、先ほど、最初に補

足という形で言わせていただきましたけども、７ページの欄外のほうに、こういう形で、建設

作業員の作業のときは、３ｍ掘削してやらせていただいておりますというのは、申し上げさせ

ていただいたということを言わせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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○大垣座長 どうぞ。 

○大臣官房長 事務局が質問するのは変なのですが、どこかに書いてあるのだったら教えてほ

しいのですが、今回の廃棄物の指針の中で最大のポイントは、排ガス中の飛灰のセシウムがど

うなるかと。バグフィルターと電気集塵機というのがあって、集塵効率が若干違うと。そのと

きに、どういう排ガス処理装置を前提に考えればいいのかというところが１つのポイントだと

思っています。そうしたときに、４ページ目の②の焼却シナリオで、今回、ストーカ炉にも評

価していただいているわけですが、集塵機の集塵効率みたいなものは、このシナリオの中では

どのような想定になっているのでしょうか。 

○原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課長 17ページをご覧いただきますと、説明の中では

かなり膨大になりますし、前回もご説明させていただいたので、説明を省略させていただいて

おりましたが、17ページの真ん中あたりに、「焼却処理におけるＣsの排気に移行する割合」

というところで、柱書き、選定根拠のところに書かせていただいていますが、Ｃsは焼却飛灰

として大気中に放出されるため、その移行する割合を分配率と集塵効率から求めております。

その分配率については、ここに書かせていただいておりますけれども、学会で出たものをベー

スに、分配率は0.5とさせていただいておりますし、集塵効率については、福島県にあります、

その100t以上の焼却施設の設計集塵効率をベースに、0.99として使わせていただいております。

なお、このあたりのパラメータ設定については、事前に環境省との間でも意見交換させていた

だいたものを使わせていただいております。 

○大垣座長 よろしいですか。分けて表示していないということですね。 

 よろしいですか。 

○大臣官房長 はい。 

○森澤委員 今の議論の続きです。17ページに、確かに分配率0.5で計算したと説明がしてあ

ります。それで、バグフィルターにせよ、電気集塵機にせよ、いわゆるパーティクルの大きさ

によって集塵効率が幾らかというのは、非常にたくさんのデータがあって、疑う余地がない確

かな数字だと思います。 

 ただ、この分配率0.5というのが、気になっています。これは、前回の委員会で委員長がお

っしゃったように、一般の方々が気にされるのは、こういうものを燃やす場所の近くに住む人

たち、特に子どもに対する影響がどうなるかということだと、私もそのように思います。 

 それで、お示しいただきました資料の55ページのシナリオ21を見ますと、その一番右の欄で

すね。これは、10μSv/y相当濃度が21Bq/gです。資料３で説明していただきましたが、多くの
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災害廃棄物中の全セシウム濃度が大体５Bq/gぐらいですよね。それを思い浮かべますと、例え

ば、この0.5という分配率がどれぐらい振れるかという、もし、感度解析をしていただいて、

これが例えば一けた振れたところで、10μSv/y相当濃度というのにひっかからないぐらいの、

心配しなくてもいい数値になるのであれば、前回、お話がありましたように、あまり細かいと

ころにこだわることもないという気はします。しかし、何となく、21 Bq/g、この辺は微妙な

ところではないかという気が、私は数値からはしています。 

 そこで、質問ですが、この17ページに書いてある0.5という分配率は、研究論文を引用して

いただいていますが、どの程度振れるものかという検討をしていただく必要があるのではない

かという印象です。可能であれば、ごく微量であっても、セシウムを含んでいるような廃棄物

が燃やされているところがあって、バグフィルターが使われているのであれば、確かに0.5ぐ

らいで見ておければ、相当程度の安全性をもって説明できますということを確認できると思い

ます。この場で申し上げるべきことなのかよく分からないですが、ここを確かめよう、特に感

度が高いところだという印象ですが、いかがでしょうか。 

○大垣座長 お願いいたします。 

○大迫委員 このデータは、私どもの研究所から出したデータで、おっしゃるとおり、１施設

でございますので、この0.5というものの不確実性がどの程度あるのか検討が必要です。そう

いったことを踏まえて感度解析的に言っても、先ほどの21Bq/gというところに、リニアに効い

てくる部分かもしれません。今、私からお答えできるのは、１施設のデータのみであるという

ことです。 

○大垣座長 これは、あれですよね、0.5が0.7になっても、集塵のところがあるわけなので、

それが直接、それこそ、感度の議論だけど、出てこないのではないかと思う。そうでもないか

な。 

○大迫委員 リニアに効いてくるのではないかな。 

○大垣座長 比例する。 

○森澤委員 もし、この分配率が、気相中にあるセシウムと粉じん中にあるセシウムの濃度比

であれば、私は、オーダーで変わっても不思議な気はしないですね。例えば0.5なのか、５な

のか。もし、５なんてことが仮にあったとすると、先ほどの21というのは、一けた小さくなっ

てしまうことになりませんか。 

○大迫委員 ここは分配率で最大１のところです。ですから、１ということになると、煤じん

のほう、ガスも含めてですけども、煤じんに全部が行くというのが１ですね。今、この0.5と
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いうのは、主灰と煤じんに半分ずつ移行していたという数字をもって、0.5ということの数字

を入れていただいているのではないかと思います。 

○大垣座長 では、後ほど、資料で説明がありますので、そこでももう一度確認していただく

ということで、よろしいでしょうか。 

 ほかにはよろしいですか。 

（はい） 

○大垣座長 それでは、どうもありがとうございました。次に進みたいと思います。 

 次に、事務局から、廃棄物の処理の方針（案）について、ご説明をお願いします。資料５と

資料６です。よろしくお願いします。 

○企画課長 それでは、資料５－１をまず先にご説明させていただきます。 

 資料５－１は、今まで、過去２回、色々ご議論をいただいたと。それから今日も、ただいま

までの説明で、上下水道汚泥の取扱いが一応決まりましたと。それから、安全評価の計算結果

も出てきたということを踏まえて、現時点で処理の方針というものをまとめるということにな

れば、このようなものになるのではないかということで、事務局で用意をしたものでございま

す。 

 事前に委員の先生方にメールでお送りをいたしましたが、その後、委員の先生方から若干コ

メントもございましたし、また、事務局で読み直してみて、分かりにくいところなどはまた修

正をしております。そこで、改めてご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１ページ目でありますが、今回のこの原子力発電所の事故に伴って放出された放射性

物質により汚染されたおそれのある福島県の災害廃棄物について、次のとおり処理の方針を取

りまとめたということでございます。 

 ここで、その中ほどに（注１）がありますが、念のために詳しく書きますと、対象となる地

域には、避難区域、計画的避難区域、それから会津地方、さらに５月27日に処理を再開するこ

ととした10町村は含まないと。それ以外の福島県内の市町村ということになります。 

 また、２つ目の段落でありますが、検討に当たりましては、想定される処理方法及び放射性

物質が影響を及ぼす可能性である経路を設定し、環境省及び原子力安全・保安院が行った現地

調査の結果等を踏まえ、支配的な核種と考えられるセシウム134及び137が周辺住民及び作業者

に及ぼす影響を算定した。この算定の結果を、原子力安全委員会の決定により示された考え方

と比較検討することによりまして、安全評価を行い、処理の方針の取りまとめを行ったという

ものでございます。 
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 また、（注２）のところにありますように、「処理」という言葉ですが、廃棄物処理法上の

「処理」というのは、かなり広い意味で使われておりますので、「処分」でありますとか、

「再生利用」も含んだ意味として、ここでは「処理」という言葉を使っております。 

 そこで、次に、１番の基本的な考え方のところでありますけれども、やはり原子力安全委員

会の決定を踏まえて、周辺住民、それから作業者の安全を確保すると、これが大前提でござい

ます。その上で、今回の災害廃棄物の発生量が非常に膨大であるということから、可能な範囲

で焼却、再生利用を行うことによりまして、埋立処分の量を減尐させることが望ましいという

ものでございます。 

 また一方で、先ほど、資料３でもご説明がありましたが、汚染のばらつきが非常に大きいと

いうことによって、既存の調査結果から、直ちに原子力安全委員会が定める「めやす」を満足

することを示すことができない場合というのがありますし、また、長期的な安全性を確保でき

ないおそれがある場合には、適切な方法で一時保管を行いつつ、国において速やかに安全な処

分方法を検討するということでどうかと。 

 それから、「また」のところでありますが、念のための措置といたしまして、処理施設周辺

の空間線量率、地下水、処理施設から排出される排ガス、排水等などのモニタリングを継続し

て行う必要があるだろうと。さらに、クリアランスレベルと同程度以下のものは別といたしま

して、当面の間、福島県内で処理を行いつつ、関係者間の調整を進めるということで、どうだ

ろうかということでございます。 

 ２番以降は、個別の処理方法について、どういう処理が可能なのかということをまとめてい

るものでございますが、これを書くに当たりましては、先ほどご説明のあった資料４のところ、

計算結果がありまして、先ほど、55ページあたりでいろいろ質疑もありましたが、一番右側の

例えば10μSv/y、または、作業者の場合は１mSv/yになる場合もありますが、１mSv/yなどの相

当濃度、この濃度のところ、一番右側の数字を見ながら検討をしております。 

 資料３で、災害廃棄物の放射性物質の濃度が大体どのぐらいなのかということを示しており

ますけれども、それによりますと、グラム単位であらわせば、数Bq/gか、または0．数Bq/gと、

そのぐらいの範囲に災害廃棄物の汚染濃度が入っているというふうに言えると思いますので、

そのような意味では、この資料４の一番右側の欄が「E＋0.1」になっていれば、ある程度、安

全なのかなと。しかし、「E＋」のところが00になっていれば、つまり、数Bq/gの濃度であり

ますから、災害廃棄物廃棄物の濃度と、実際の濃度と大体同じぐらいになりますので、注意が

必要ということになろうかと思っております。 
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 そこで、資料５－１の２ページに戻りまして、可燃物の焼却でございます。 

 木くずの可燃物について、十分な能力を有する集塵機が設置されている施設で焼却処理が行

われる場合には、安全に処理を行うことが可能と考えられると。 

 具体的には、集塵機としてバグフィルターを設置している施設では焼却可能と。また、電気

集塵機など他の集塵機を設置している施設については、試験的に災害廃棄物を焼却して排ガス

中の放射性物質の濃度を測定するなどにより、安全性を検討すると、このようにここでは書い

ております。この部分は、また後ほど、ご議論をいただきたいと思っておりますし、また、こ

れに関連する資料もありますので、後ほどご説明させていただきたいと思います。 

 また次、３番でありますが、焼却に伴って発生する主灰及び飛灰の取扱いでございます。 

 木くず等の可燃物の焼却に伴って発生する主灰、飛灰に関しましては、作業者の被ばく対策

を講じるとともに、跡地の利用を制限することにより、安全な埋立処分が可能であると。しか

し、個々に条件が異なる埋立処分された場所において、長期的な管理が必要でありますので、

環境保全のあり方について検証が必要なことに鑑み、当面、下記によることとするとしており

ます。 

 最初に、主灰でありますが、放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下である主灰は、埋立処分

を可能とする。ここで、この8,000Bq/kgとしたことについては、埋立作業者の安全も確保され

る濃度レベルであると。先ほどご説明いたしました、上下水道汚泥の取扱いと同じ考え方で、

まずは8,000Bq/kg以下については埋立処分を可能としようと。それ以上のものについては、ま

た後ほど書かれておりますが、一定の検討が済むまで、一時保管ということにしてはどうかと、

こういう考え方でございます。 

 この主灰に含まれる放射性セシウムの濃度につきましては、焼却前の可燃物の濃度、当然こ

れの影響も受けますが、また、他の廃棄物との混焼の割合、その影響も受けると考えられます。

そこで、先ほどのシナリオでは、混焼した場合と専燃、つまり、災害廃棄物のみ焼却した場合

と、両方、計算をしたということでございます。 

 さらに、埋立処分に当たりましても、念のために埋立場所を他の廃棄物と分離し、場所を記

録しておくと。さらに、主灰と保有水等集排水設備との間に土壌の層が存在するようにすると。

これは第１回目の検討会でもご説明をしたことでございます。また、跡地については、十分な

安全性が確認されない限り、居住等の用途に供することは避けることとすると。先ほども議論

がありましたが、覆土を破壊して、下に入っている焼却灰が上に上がってくるような、そうい

う形で居住してはいけないというようなことも、例えば言えるかと思います。 
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 また、次に、8,000Bq/kgを超える場合、この場合については、埋め立てられた主灰中の放射

性セシウムの挙動を適切に把握いたしまして、処分の安全性が確認されるまでの間、一時保管

としてはどうかと。 

 一時保管の方法に関しては、①として、遮へいできる場所におけるドラム缶等での保管と。

ただ、恐らく灰の量がかなり多くなることを考えると、埋立処分場に持っていかざるを得ない

だろうということで、②を書いています。 

 ②に関しては、アとして、他の廃棄物と分け、場所を記録する。イといたしまして、ベント

ナイトなどで30㎝程度の隔離層を設けたうえで、耐水性材料で梱包等をした飛灰を置く。ウと

して、遮水シート等で覆う、あるいはテントや屋根等で被覆をすると。エとして、即日覆土を

行うということでございます。このあたりの書き方は、先ほどの上下水道汚泥の一時保管、あ

ちらでは「仮置き」という言葉を使っておりましたが、その方法と同様でございます。 

 また、一時保管の場合、この場合は作業者への影響というものがあり得ますので、その作業

者への影響を抑制するための方法といたしましては、エのところで即日覆土と書きましたけど

も、これは、一日の作業終了後の覆土でありますが、そうではなくて、より頻繁に中間覆土や

区画ごとの覆土を行うという方法が望ましいのではないかと。また、それぞれの作業者の作業

時間を制限することが必要となる場合もあると考えております。安全評価の計算においては、

覆土の方法は即日覆土、作業時間は１日８時間、年間250日、半分の時間を主灰のそばで作業

をすると、こういうふうに仮定をしているところでございます。 

 また、上下水道汚泥のほうのご説明の中で、一時保管の場合に、周辺の居住地域から適切な

距離をとるということにしておりました。この資料の最後のページ、７ページをちょっとご覧

いただきたいと思います。ここにある表が、上下水道汚泥の場合にはありまして、このぐらい

の距離をとることとなされて、書かれているわけであります。しかし、この計算に当たりまし

ては、毎日、大量の汚泥を一時保管することを想定したと。具体的には、面積として200ｍ×

200ｍぐらいの非常に広い面積が、毎日、新たに仮置きされると、そういう想定でございます。 

 一方で、災害廃棄物の焼却の場合には、１つの処分場で、そんなにたくさん集まるというこ

とはなかなか想定しにくいものでありますから、この数字がそのまま、災害廃棄物の焼却灰の

保管に当てはまるということはないだろうと。もう尐し短い距離でいいだろうと考えておりま

すが、そこの計算が必ずしもできていないということもありまして、まだ間に合っておりませ

ん。そこで、とりあえず、ここでは参考として、この数字に従えば十分に安全であるというこ

とを示しているものでございます。 



－29－ 

 次、また３ページに戻りまして、飛灰のところでありますが、集塵機から排出される飛灰に

関しては、主灰以上に放射性セシウムが濃縮されやすいと考えられます。国によって処分の安

全性が確認されるまでの間、一時保管とするということが適当ではないかということでござい

ます。 

 また、溶融処理で発生する飛灰も、これは同様と考えられます。また、溶融スラグの場合は、

8,000Bq/kg以下であることが確認された場合は、埋立処分が可能と考えております。 

 次に、４番ですが、不燃物の直接埋立であります。 

 焼却することなく、そのまま又は破砕して埋めるという場合には、災害廃棄物に含まれる放

射性物質の濃度自体が8,000Bq/kg以下であるということが、恐らくほとんどの場合、そうだろ

うということでありますので、埋立処分することは可能というふうに考えております。この場

合の埋立処分の方法や跡地の利用に関しては、8,000Bq/kg以下の主灰の場合と同様ということ

であります。 

 さらに、埋立作業者の影響についても、特段の影響はないと思います。通常の廃棄物を扱う

場合と同様にマスク等の着用は必要でありますが、放射性物質による影響に着目した特別な対

策は不要と考えられます。 

 次に、５番の再生利用であります。 

 これに関しては、原子力安全委員会の考え方を踏まえまして、市場に流通する前にクリアラ

ンスレベルの設定に用いた基準以下になるように、適切に管理されていれば再生利用が可能で

あるとしています。 

また、利用する時点でクリアランスレベルを超える場合でありましても、被ばく線量を10

μ/y以下に低くするための対策を講じつつ管理された状態で利用することが可能と考えられま

す。ここで管理された状態での利用とは何かと言いますと、公共用地において路盤材などの土

木資材として活用する方法が考えられます。しかし、その場合でも、被ばく線量を抑制するた

めに覆土を行って地表に露出しない方法での使用とすべきではないかと。 

また、金属に関しましては、水などによって表面の汚染を十分除去することにより利用で

きる可能性があると。また仮置場に搬出されるまで屋内に置かれていたものについても、利用

可能ではないかと。他方、放射性物質による汚染のおそれがあるコンクリートくずを破砕して、

直接居住用建物のコンクリート壁材に使用するということについては、これは計算の結果、ち

ょっと危ないということになっておりますので、安全性が確認されない限り避けるべきだと。 

その他の方法の利用の可否でありますとか、除染を行った上での利用の方法については、



－30－ 

さらに検討が必要と書いております。 

次、６番ですが、必要な調査であります。 

今回、今までの調査の結果などを踏まえまして、安全評価を実施して処理の方針を取りま

とめようとしているわけでありますが、念のために計算結果を確認するための調査というもの

も必要だろうと。そこで比較的空間線量率が高い仮置場において、災害廃棄物汚染状況の念の

ための確認、具体的に言いますと、8,000Bq/kgを超えるか否かといったところでございます。

また、焼却処理に伴う主灰、飛灰、排ガス、排水等の濃度測定、敷地境界での空間線量率、放

流水の測定などが必要だと考えております。 

また、さらに、災害廃棄物に類似するものとして、津波堆積物（ヘドロ）が津波の影響を

受けたところではたまっているということもございます。この処理も必要になるケースがある

わけですが、これに関しては、周辺の土壌と同程度の汚染であるということが予想されますけ

れども、念のために測定を行うことが必要ではないかと考えております。 

７番の電離放射線障害防止規則のところでありますが、ここの部分については、先ほどの

上下水道汚泥のところの書きぶりとほとんど同じでございます。最初の段落に関しては、でき

る限り被ばく量が低くなるようにするということでありまして、適切かつ定期的な濃度の測定、

また、放射能濃度の記録というものが必要だと。 

二つ目の段落でございますけれども、電離則の基準を超える恐れがある場合、また、放射

線セシウムの場合には、１万Bq/kgを超える場合には電離則の関連規定を遵守すると。さらに、

コンクリートなどについて、これを路盤材として受け入れる事業場においても適応される可能

性があるということです。 

また、なお書きのところでありますが、濃度下限値近傍の焼却灰の取扱いについても、被

ばくを測定・管理することが望ましいと。 

さらに、１mSv/yを超える場合においては、災害廃棄物の処理開始後半年を目途として、そ

の時点で焼却灰等から検出される放射能濃度等に基づき、焼却灰等の放射能濃度と作業者の受

ける放射線量の関係等を再評価するというところでございます。 

なお、ここで下から３行目の「災害廃棄物の処理開始後半年」というところは、実は上下

水道汚泥の方は、事故後半年となっております。こちらのほうでは、今、処理がストップして

いるということもあり、処理の開始後半年でいいのではと考えまして、そこを修正しています。 

なお、この部分については、先ほどもちょっとご説明しましたが、７番の部分については、

厚生労働省のほうに事前にご相談をしておりまして、特段ご意見は寄せられていないという状
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況でございます。 

また、８番は避難区域と計画的避難区域の処理についてです。 

今後、避難区域、計画的避難区域についても災害廃棄物の処理が必要となってくるだろう

というふうに予想をしているところでございます。そこで、ここをどうするかということも検

討しなければいけないわけでありますが、今回の調査で得られました廃棄物の放射能濃度と空

間線量率との関係に関しましては、避難区域、または計画的避難区域の中にもある程度は当て

はまるのであろうと、そういう意味では、外側と同程度の空間線量率と推定される地域につい

ては、１から７と同様の方法で処理が可能なのではないかと。そこで処理計画の策定に資する

ことを目的として、今後、空間線量率、または災害廃棄物の存在形態に関する調査を実施する

必要があります。 

一方、外側に比べて空間線量率が高いという地域もありますので、そういった場所の災害

廃棄物については、今後、濃度などの測定調査を行って、現状把握をしつつ改めて処理方法を

検討してはどうかということでございます。 

最後、６ページ、９のその他でありますが、（１）モニタリングのところです。モニタリ

ングが必要なのでありますけれども、また、今後、国、県、市町村それぞれの立場でモニタリ

ングをしていく必要があると考えておりますが、その方法に関しまして、今回、必ずしも十分

に検討し切れなかったということもあり、なるべく早くモニタリングの方法を検討してまいり

たいと考えております。 

それから（２）でありますが、施設の管理主体であります。 

今回、この検討に当たりましては、災害廃棄物の場合、市町村が処理をしているというこ

とで、市町村が自らの焼却施設、それから最終処分場で処理するということを主として想定し

て検討しておりますが、一方で、民間業者に処理を委託しているというケースも当然ありうる

わけでありますので、そういった場合、長期的な管理が必要となるということを考えますと、

委託処理の場合に、委託者である市町村、また施設の指導監督権限を有する県、また政令市、

どういう役割を果たすべきかといったことについても、さらに検討が必要かと考えております。 

とりあえず、この資料の説明は以上でございますが、特に２番のところの可燃物の焼却の

ところ、どのような集塵機が必要とされるのかといったところを、まずご検討いただきたいと

思っておりまして、このあと、尐しそのほかの資料もご説明させていただきます。 

○大垣座長 では、次は資料６－１の説明ですね。 

○事務局 それでは、資料６－１についてご説明させていただきます。 
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 まず、資料６－１の表の右から３番目の列の集塵機の別のところになりますけれども、この

表は福島県内の会津地方以外の焼却施設についてまとめたものでございまして、電気集塵機を

使用している施設は２施設でした。それで、前回の第２回の検討会資料の資料10につきまして

は、情報が古かったなどもありまして、前回の資料ですと、電気集塵機を使っているところが

７施設という表になっておりましたけれども、再度確認させていただきましたところ、バグフ

ィルターを使用しているのか、電気集塵機を使用しているのかというところにつきましては、

今回のこの資料６－１の表が今の現状であるということで訂正をさせていただきます。 

 それから、あと、集塵機以外に湿式排ガス洗浄設備というのもございますけれども、未確認

のところもございますけれども、福島県内ではほとんど使われていないという状況になってお

ります。 

  まだ調査の回答がまだ収集し切れておりませんが、今、施設の設備状況を確認させていた

だいておりまして、現時点で把握できている施設の設備状況の概要についてですけれども、先

ほどもお話ししましたとおり、バグフィルターについては、ほとんどの施設でバグフィルター

を使用しておりました。また、バグフィルターに対して活性炭などの吹き込みをしているかど

うかということですけれども、回答の現在ある範囲ではなされております。また、湿式の排ガ

ス洗浄装置については、ほとんど設置されておりません。 

 それから、施設からの灰の搬出に当たって、主灰と飛灰を別の車といいますか、分離搬出し

ているかどうかという部分につきましては、４施設では主灰と飛灰を混合排出しております。

ただ、混合排出といいましても、飛灰については、あらかじめ工場内で薬剤処理をした上での

混合排出という形になっております。 

 以上でございます。 

○大垣座長 ありがとうございます。 

 続いて、資料６－２をお願いします。 

○事務局 引き続きまして、資料６－２をご説明させていただきます。 

 こちらはＡ焼却施設周辺及び煙道排ガス調査結果ということでございまして、汚泥処理施設

からご提供いただいたものをご紹介させていただきます。 

 調査時期は、汚泥等に関しましては平成23年５月16日、煙道排ガスにつきましては５月25日

となっております。 

 まず、汚泥等につきましては、表の中の汚泥を見ていただきますと、セシウム134では

4,700Bq/kg、セシウム137では5,140Bq/kgとなっております。 
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こちらの施設の煙道の排ガス調査でございますが、どこでとったのかというのは裏面のほ

うにございまして、煙道のほうからガスを引っ張って、冷却管を通しましてろ紙を通して、そ

れで凝縮した捕集水①②をとりまして、その後に活性炭①②を通しまして、最後にろ紙を通す

というようなものでございますが、今も申し上げましたろ紙から捕集水①②、活性炭①②、ろ

紙②に関しまして、いずれもセシウム134、137、ヨウ素131を含めまして不検出となっており

ます。検出下限値につきましては、右側の備考に書いてあるとおりでございます。大体セシウ

ム134で0.21から0.23Bq/㎥、セシウム137で0.15から0.20Bq/㎥、となっております。 

なお、排ガス処理装置につきましては、当該施設ではバグフィルターの後、脱硫、減湿等

の排煙処理を行っているということでございます。 

○大垣座長 処理の実態の一例ですね、調査結果です。 

 それでは、続いて大迫委員から資料６－３について説明をお願いいたします。 

○大迫委員 それでは資料の６－３、ご覧いただきたいと思います。 

 これは京都大学の高岡先生からご提供いただいたデータでございます。 

 前回、前々回、一般廃棄物の焼却施設においての排ガスの除塵効率、バグフィルター、ある

いはその後の湿式スクラバーを含めた形での除塵効率でありますとか、その際のセシウムと同

じアルカリ金属であるナトリウム、カリウムの除去効率ということに関して資料を提出させて

いただきました。 

 さらに、その際に、セシウムそのものでどのような状況になっているのか。あるいは、ガス

として抜けている部分はないのかというところの疑問があったわけでございまして、そういっ

たところに答えていただけるようなデータということで、高岡先生からご提供いただいており

ます。 

 これは2009年に測ったデータでございますが、Ａ自治体の300t/dayのストーカ炉ということ

で、そこに図の１にサンプリングセットがございますが、先ほどのご説明と同様でございます

が、煙道から等速吸引でサンプリングしているということで、ここの図にありますように、縦

の煙道の壁の内側のところにカスケードインパクターという装置をつけておりまして、ここで

粒径別の粒子が捕集されるということになっております。そのあとのガスは、空の瓶で、ここ

で水分等もトラップし、また、後ろのほうでガス態として抜けてくるようなものも含めて吸収

させるというようなやり方になっています。 

 結果でございますが、その次を開いていただいて、サンプルの一例としてろ紙上にこういう

カスケードインパクターで集められたろ紙上の様子がかいてございます。 
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 それから、図の３に、ここでは、ろ紙上に集められた煤塵について、それを超音波抽出とい

う形で、水に溶けるものと溶けないものということで、非水溶性と水溶性という形で分けて分

析しておるということであります。 

 その次のページ、結果ですが、表の１、表の２があります。表の１がセシウム、表の２がス

トロンチウムということです。誤解のないようにお願いしたいのは、これは安定セシウムと安

定ストロンチウムということで、放射性物質ではありません。通常の一般廃棄物の中に含まれ

ているものの挙動でありまして、放射性であってもなくても基本的には挙動は変わらないとい

う理解であります。 

それで、表の１の見方でありますが、一番左のほうにStage１から、ずっとバックアップフ

ィルター、それからガスという形にありまして、Stage１が一番粒径が大きなところで、次第

に粒径が小さくなっていくということでありまして、通常、煤塵は平均粒径と、重量から言い

ますと、数十ミクロンというふうにも言うわけですが、それよりもさらに小さいところのサブ

ミクロンのところまで粒径別にとっているということであります。その粒径別にバグフィルタ

ーの前と煙突ということで、この表を縦に半分に割っていただいて、左側がバグフィルター前、

それから右側が煙突出口というところで、煙道からとっているということで、このバグフィル

ター＋後段の湿式洗煙とも含めた形での総合的な除去を見るような形になっているということ

でございます。 

そこの粒子というところに非水溶性と水溶性というのがあって、縦にいろいろとデータが

粒径別に見てとれるかと思います。例えば水溶性のところで見ると、粒径の小さいところのほ

うがむしろセシウムが含まれている量が多いということが見てとれるかと思います。それは多

分塩化セシウムのような溶けやすい塩の形で捕集されているのではないかというふうに思われ

ます。 

それから、一番下にガスというところがありまして、これは気体ですが、ガス態として捕

集された部分が0.014μg/㎥という形で捕集されているということであります。 

煙突側のほうはすべてNDでございまして、今回、このデータを解析するに当たっては、定

量下限値の２分の１存在していたと仮定して、数値を整理していただいているという状況であ

ります。 

そのページの一番下のところを見ていだければ、分かるわけですが、排ガス処理装置全体

で総合除去効率は99.99％というふうに計算をされるということであります。これであればバ

グフィルターだけじゃなくて、湿式スクラバー等を含んだ形の総合除去効率ということになる
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わけですが、じゃあバグフィルターの部分だけということで、どう考えるかということで、例

えば、バグフィルターの前のガス態としてとらえられていた0.014という部分が、仮にこれが

バグフィルターを抜けていったと仮定すると、バグフィルターの部分の除去効率というのは、

上の行にありますが、99.87％というような除去率になるのではないかと推測をされていると

いうことです。バグフィルターの出口ではとらえておりませんので、ガス態としてとらえてい

ただいているということで、このガス態が抜けるのではないかという仮定のもとにバグフィル

ターの除去効率もある程度推測できるということで、その場合でもあっても、99％以上を確保

しているというようなことが、ここで理解できるかと思います。 

また、ストロンチウムも同様に見ていただければ、総合除去効率が99.98％、それから、

99.88％というのがバグフィルターでの除去率になるのではないかというような推測をしてお

られます。 

以上です。 

○大垣座長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から、今日、ご欠席の大塚委員からコメントが寄せられているということ

で、ご紹介をお願いいたします。 

○適正処理・不法投棄対策室長 大塚委員からのコメントでございます。大塚委員から、これ

を読み上げていただきたいということでございますので、読み上げさせていただきます。 

 焼却による放散が懸念されるため、処分後の長期的な目標である10μSv/年を用い、また、

バグフィルターに限定することが望ましいと思われます。 

二つ目として、技術的なことに関して、恐れ入りますが、除去効率を99.9％という報告に

ついては、PM2.5に関するものであり、放射性物質に関するものではないですが大丈夫かという

点はいかがでしょうか。90％の除去効率については、想定外のことが起きる可能性はないでし

ょうか。 

もう１点ございます。リサイクルという語は、前回の会議で座長もやめたほうがいいと言

われましたが、風評被害防止のため、基本的に使わない方向にしていただけると、ありがたく

存じます。 

以上でございます。 

○大垣座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、幾つかの資料をご説明いただきましたが、先ほど、企画課長からお話があり

ましたように、焼却できる集塵機の種類について、まず議論をしたいと思います。焼却できる
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集塵機の種類、先ほど電気集塵機等を含めて、ご意見、ご質問ございましたらお願いいたしま

す。 

 先に今の大塚委員からのコメントの回答をしていただけますか。三つあって、最初はよろし

いですね。99％の確実さというか、それはPM2.5ベースじゃないのかというご質問がありました

が、いかがですか。 

○大迫委員 前回、ナトリウム、カリウムに関しては99.5でしたか、そういう数字、若干煤塵

とは違って、落ちるのではないかという話をさせていただきましたが、今日、高岡先生のデー

タで、ガス態という形で測定されていたので、その分が抜けるということを仮定した場合の

99.8ということですから、99.9ということを言えば、尐しそれは過大かなというような感じが

しますので、99％という除去率という点では、今のデータを見ますと、確保できているという

ことになります。 

これはシナリオ評価のところで出している、これも99％という数字だったかと思いますが、

それとは現時点では一致しているということかと思います。 

○大垣座長 ありがとうございます。 

それでは、特に集塵機の種類についてご意見はございますでしょうか。 

○酒井委員 今日、ご紹介いただいた下水汚泥の例、それから、高岡先生の例、拝見いたしま

すと、いずれもバグフィルター設置ですが、あとに、いわゆる排煙処理として湿式洗煙を組み

合わせた排ガスの処理システムになっているようです。加えて、高岡先生の実験では、触媒脱

硝ということで脱硝装置の段階での一定の吸着除去というのもあり得るかもわかりません。そ

ういうことを考えると、この議論を集塵機単独で機能性を議論するというのは、やはり基本的

にはよくないのではないかというのが意見です。 

そういった意味では、２ページ目の可燃物の焼却の１行目というところは、「十分な能力

を有する集塵機が設置」という、そういう限定的なものではなくて、集塵機や付加的な排ガス

処理装置が設置されているということに尐し拡大解釈をしていくことはあったほうがいいので

はないかと思います。 

何より重要なことは、非常に限定的な情報の中で、大迫委員とかほかの先生方からも貴重

なデータの提供が始まっておりますけれども、基本的には廃棄物の処理過程における、こうい

う放射性物質の挙動に関する知見は極めて限定的だという認識をまず持たなければならないの

ではないかというふうに、一委員としては思います。 

今日、お示しをいただいたいろんなシナリオに基づく評価計算のところの設定パラメータ
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にいたしましても、机上の仮定の数字がやはり多いわけで、これをいかに現実の事象との間を

埋めていくかということが、今の時点としては一番重要なことではないかなと思っております。 

○大垣座長 ありがとうございます。 

今、ご指摘の点は、最後のコメントはコメントとしてですが、資料５－１の２ページの２

の可燃物の焼却についてのところの表現の仕方でありますが、ほかの方、ご意見いかがでしょ

うか。 

○酒井委員 「集塵機や付加的な排ガス処理装置」という発言をさせていただきましたが、活

性炭吸着機能を持っている施設も相当多いと思いますし、また、湿式洗煙を持っているところ

も一定割合であるようでございますが、そこは総合的に考えるべきだという意味であります。 

○大垣座長 この文章のところは、集塵機が必ずあるべきであるということで書いてあると理

解していますが、どうぞ。 

○企画課長 確かに集塵機というのは、ちょっと狭い意味になってしまいますので、十分な能

力を有する排ガス処理装置というような書き方には、尐なくともそうする必要があるかなと思

っております。排ガス処理装置の中に集塵機が含まれていると、こういうことだろうと思って

います。その上で、では、十分な能力を有する排ガス処理装置というのは一体何なのかという

ところでご議論いただければと思います。 

○大垣座長 ということですが、そうすると、第１パラグラフのところは、今のような表現に

して、第２パラグラフは、今度は一つの具体的な表現になりますが、集塵機としてバグフィル

ターを設置しているのは焼却可であると書いてありますが、これでよろしいですか。他のシス

テムはモニタリングしながらという感じの表現にまとめてあるわけですが、よろしいですか。 

 特になければ、集塵機に関する議論は、ここまででよろしいでしょうか。後ほど、もしお気

づきなら、またどうぞ。 

 それでは、集塵機の種類についての議論以外の部分、資料５－１でありますが、ご意見をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○杉浦委員 すみません。２点あるのですが、１点目は、表現ぶりのことなんですけれども、

１ページの基本的な考え方の２段落目の一番初めのところになるんですけれども、「災害廃棄

物の汚染のばらつきが大きいことなどによって」と書いてありますけれども、何回か、今日で

言うと、資料の３でお示ししていただいていますように、空間のモニタリング結果から濃度を

評価するという方法をとっていて、これには相当に尤度を含んでいるような方法であるので、

すごく尤度を持ったものをもって、さらにばらつきがあるから評価できないというと、何をも
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って評価しているんだということになるので、ここは「ばらつきが」ということではなくて、

「汚染の程度が」ぐらいで、かなり汚染の濃度が高いものについては「めやす」が満足できな

いぐらいの言い方にかえていただけると、尐しここらでとらせていただく方法が、あまり角度

をもって評価できないというのは、邪推を持った読み方をされてしまってもいけないのかなと

いうことで、汚染の濃度が高いものについては、もちろん「めやす」を満足ではないというこ

とですから、そこはすっと読めるのかなと。ちょっと表現ぶりのことで１点コメントさせてい

ただきました。 

 それから、もう１点は、ちょっとよくわからないのですが、２ページから３ページに両方と

も灰のところで8,000Bq/kgという数字が出てきておるわけですけれども、今回、我々は木質の

ものについては焼こうとしているわけです。焼いた後で8,000Bq/kgということは、焼く前の木

はもうちょっと薄くなければいけないということなのですが、資料の４で示していただいたよ

うなもので、これだとこのぐらいになりますとった形の数字が出てきているはずですけれども、

焼く前の木の濃度とここの8,000 Bq/kgという焼いた後の灰の濃度とシナリオ的に齟齬はない

のか、どう考えればいいのかというところを教えていただければと思うんですが。 

○大垣座長 手を挙げていらっしゃる方がおられますが、一つずつよろしいですか。 

 では今の、まず、１ページ目のばらつきのところの表現ですが、いかがですか。 

○企画課長 今回、非常にばらつきが大きいので、なかなかデータの扱いに難しいなと。ちょ

っと苦労したということで、こういう表現をしてしまったのでありますが、確かにご指摘のよ

うに、ここのばらつきもかなり安全側に見て、保守的に見て、あまり気にすることはないとい

いましょうか、そんなに心配することはないのではないかと。保守的に見ることによって、か

なり安全側に見ているということであるならば、ここは確かにこういう書き方はあまり適切で

はないかもしれないなと、今、考えているところです。修文は、また考えさせていただければ

と思っております。 

○酒井委員 すみません。今の点、確認させていただきたいのですが、資料３の８ページの今

回お諮りいただいた全体の空間線量率とセシウムの放射線濃度の分布図なんですが、参考値と

してお書きいただいている0.4から0.6μSv/hのところの上のほうのプロットの部分です。これ

がいわき市の生木であるとか、南相馬市の集合材から採取した土とかというようなことです。

今、対象としている災害廃棄物を相当に限定的なもののとする限りは、こういう濃度は出てこ

ないという整理だとは思いますが、やはり、世の中全体が廃棄物に対して見るということでい

けば、生木もある意味では、生木で切断されたようなものというものは、これは実際廃棄物と
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して手をつけていかなければならないわけで、この点は、先ほどの最後のほうで推定された２

段階の関係式のところからいくと、この中に含まれているのか、外しているのかということの

確認をとりたいのですが。 

○大垣座長 ばらつきが大きいという表現との関係ですね。 

○酒井委員 はい。 

○原子力安全基盤機構技術参与 今、ご指摘のあった２点は、ご指摘のとおりで、生木と一部

の瓦土を含んだような土のものであります。量的にも極めて尐ないということで、今回、木質

と瓦とコンクリートを対象にしましたということが１点と、全体的には、今行っています被ば

くの評価は、尐なくとも年間の平均被ばく評価ということで、この廃棄体１個１個ではないと

いうこともあって、量的に尐ない場合には、それはそれなりの評価をすればいいという具合に

思っています。今回提案していただいた線量の中には、このデータは、そういう観点で除外し

ております。 

○酒井委員 ということは、社会全体が廃棄物を見た場合は、あくまで量は尐なくとも、ある

パーツに廃棄物があって、その中で相当線量に比べて高濃度のものがあるという事実は認識を

しておかなければなりません。時たま、ここを測られた方が高かったじゃないかということは

あるわけです。ここで推定した式というのは、これは尐し外れたものがあるではないかという

指摘には耐えられないと思いますので、尐なくともばらつきがあるということは、ここの共通

認識として十分持っておいたほうがいいというのが私の意見でございます。 

○大垣座長 ばらつきという、そういう認識があるということと、それから、先ほどの濃度の

高い大きいものをという話は、文章として書き込むことは書き込めますね。先ほどの１ページ

の。 

今の酒井委員のご指摘は、ばらつきが大きいという認識自体はしておかないといけないと

いう理解でいいですか。 

○酒井委員 それはいいです。ですから、今後、多くの方が測られて、時たま非常に高い濃度

というのが報告されることはあり得るということは認識をしておいたほうがいいと思います。

推定値で推定されないものが特異的に出てくる。それは恐らく、こういう木の葉っぱとか特異

的なものは多分あって、あるいは、がれきの中の細かい泥が、砂が振るわれて落ちてきたもの

とか、こういったものは恐らく高くなる可能性があると思いますので、先ほどの文章の中では

汚染の程度やばらつきが大きいということによってということで結構だろうと思います。 

○大垣座長 それから、杉浦委員の次のご指摘は、２ページの一番下の8,000Bq/kgの、要する
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に焼く前と焼く後の議論です。これはどなたか説明をいただけますか、考え方。これは焼いた

灰の話、灰の濃度ですね。その前の。 

○日本原子力開発機構研究主幹 8,000Bq/kgというのは灰として8,000Bq/kgということですの

で、ここでは先ほどの計算では減重比10、10倍に濃縮されるという前提で計算されています。 

○大垣座長 そういうことでよろしいですか。 

○企画課長 計算上は10倍濃縮されるという仮定を置いて、ということは結局、もともとの災

害廃棄物が800Bq/kg以下であれば、こうなるだろうということだろうと思いますけれども、た

だ、ここでそちらの災害廃棄物の濃度を書かずに灰の濃度を書いたのは、測定のしやすさとい

うのでしょうか、そういうことがあるのかなと。つまり、燃やす災害廃棄物の濃度をきちんと

測るというのは、なかなか難しくて、かなり、先ほどありましたばらつきのある中で、平均的

な濃度を測定するのは非常に難しいんじゃないかと。むしろ灰の濃度を書いたほうが管理もし

やすいのかなと思いまして、このような表現にしております。 

○大臣官房長 我々、最初から一々災害廃棄物の放射能レベルを測らなければ処理できないと

いうシステムは組めないので、空中線量率で災害廃棄物の汚染レベルを推計するということで、

今、いろんな作業を保安院にもお願いしたところでして、こういうデータから見れば、明らか

に中心的なのはBq/gですから、キロに直せば1,000 Bq/kgや2,000 Bq/kg、3,000Bq/kgがかなり

多いところで、もうちょっと中間値を見れば低いのかもしれませんけれども、むしろ、福島県

民の方々にご説明をする際には、もう一度最初の空中線量率と災害廃棄物のレベルが大体こう

なっていて、焼却しても、大体このぐらいのレベルでというようなことで、尐し順序だってお

話ししないといけないかなという気がいたします。 

○大垣座長 全く実務的にはそのとおりですが、多分、この表現の仕方の論理的な面のことか

と思います。基本的には、今の理解でよろしいですね。 

○杉浦委員 はい。 

○大垣座長 あと、今、ありますか、まだ。どうぞ。 

○井口委員 ２ページから３ページにかけまして、一時保管という言葉が出てきますが、一時

保管というのは、いわゆる処理の段階ということですよね。それで、実際に8,000Bq/kgという

今の議論も、年間１mSvという制限値で決まっている値ですよね。 

それで、言いたいことは、一時保管をすることによって、いわば、ある期間の間は現存被

ばくの線量限度で管理をしますよということを言っているわけなので、そこをもう尐し明確に

書いたほうがいいのではないかなと思います。つまり、一時保管をすることが実際に処分する
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よりも、何か安全ですよというようなニュアンスに私には見えてしまうので、国によって処分

の安全性が確認されるまでの間、一時保管することが適当であると明示すべきではということ

です。この記載自体はそのとおりと思いますが、この意味というものが、基本的にはその間は

年間１mSvで管理をするということを注釈でも書いておいたほうがいいのではないかと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○大垣座長 一時保管中も影響を考えた上で。 

○井口委員 だから、一時保管というのは処理という段階なので、原子力安全委員会がいうと

ころの現存被ばくの下限の年間の線量限度を使って安全性を担保するということでいいんです

よね。それは尐しどこかで触れておいたほうがいいのではないかと思います。8,000Bq/kgの説

明もそうだと思いますが、そういう背景をどこかに記載しておいたほうがいいのではないかと

いうのが私のコメントですけれども。 

○大臣官房長 今のご指摘は、資料５－２の安全委員会の決定の２ページ目の２ポツで処理・

輸送・保管についてと。ここに処理から始まっている、この部分で、処理等に伴って周辺住民

の受ける線量は１mSv/ yということで、ここに明確に書いてあることだと思います。 

○井口委員 一時保管をするということは、ここで例えば、放射線遮へいをして、それを処分

があるまで、処分の日時がはっきりするまで別途管理しますよというふうに言っているわけで

すが、その意味というものが実際には１mSv/yという基準で管理しますよと言わないといけな

いのではないかということです。 

 一時保管をするということが処分の前提になっている10μSv/yという線量限度よりもいいと

いう、そういうニュアンスにとらえられるんじゃないかと。したがって、ずっとセシウムの放

射能濃度が減衰するまで待ったほうがよろしいのではないかというような、そういう意見も出

てくることを懸念しております。 

○大垣座長 一時保管は処理工程の一環であるとに明快に位置づけるということですね。 

○大臣官房長 そうですね。我々もその先をどうするかということが非常に大きな課題ですけ

れども、そこを見出すまでの間の一時保管ですから、明らかに処分の前の処理の一環だという

ことでございます。 

○企画課長 それでは、３ページの２行目でありますが、「次によることとする。」の前に一

時保管は最終処分の前の処理の段階であるとか、処理の一環でありとか、そういうふうなこと

を入れるというような修正でよろしいですか。 

（はい） 
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○企画課長 ありがとうございます。そういう方向で修正したいと思います。 

 あと、それから、一つ、事務局のほうから問題提起をして大変申し訳ないのですが、実は上

下水道汚泥の扱いと、今回お示ししたものの扱いで、一つ違っている点があります。それは実

は10万Bq/kgを超えるものについてどうするかということでありまして、上下水道汚泥のほう

は10万Bq/kg超えるものは放射線を遮へいできる場所で保管することが望ましいと、それ以下

のものと分けた書き方になっています。今日の資料５－１は、そうはしていないのですが、そ

れは10万Bq/kgを超えるものというのは、あまりないのかなと思って、そこには特に触れてい

なんですけれども、さりとて絶対ないとも言い切れないというようなこともありますので、や

はり、そこは上下水道汚泥の場合とあわせて、10万Bq/kgを超える場合、放射性物質が遮へい

できるような場所に保管することが望ましいと、そういうふうに書いたほうがいいのではない

かとも考えておりますが、その点も、もしご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

○大垣座長 先ほど手を挙げておられたけれども、先にそちらのほうをやりましょうか。10万

Bq/kgの表現、いかがでしょうか。 

○大迫委員 私は全体の整合性も必要なので、合わせたほうがよろしいかなと思っております。 

○大垣座長 ほかは、特によろしいですか。今のご意見に賛成の方は多いようですので、それ

じゃ書き込むということで、よろしいですか。 

（はい） 

○大垣座長 それから、先ほど、そちらで手を挙げておられた。 

○酒井委員 ２ページの頭のところで、処理施設から排出される排ガスや排水等のモニタリン

グを継続して行う。こういう方向は私も結構だとは思いますが、資料５－２で原子力安全委員

会からお出しいただいている資料との関係で、教えてください。 

 資料５－２の２ページのちょうど真ん中あたりに、処理施設等からの排気や排水等について

は、実用発電用原子炉の設置云々というところで、線量限度等を決める告示というのがあって、

そこで示された濃度限度を下回ることを確認することが重要であるという書き込みがあります。

ここでいう濃度限度について、教えていただきたいのですが、これは保安院さんにお聞きする

話なのかなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○原子力安全・保安院総合廃止措置対策室長 調べますので、尐々お待ちください。 

○酒井委員 この濃度がこのモニタリングのめやすと考えていいのかという、そういう質問で

す。 

○水環境担当審議官 炉規法に基づいて、普通の我々の言葉で言うと排水基準のようなものが
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定まっておりまして、例えば、たしか放射性ヨウ素の40Bq/kg、セシウム134だと60 Bq/kg、

137だと90 Bq/kgだったと思っておりまして、ただ、それが単純にそれぞれ物質ごとではなく

て、ほかの物質の核種もずっとあって、足し算がそれぞれ例えば40分の実測濃度と60分の実測

濃度、全体が１より小さくなると、こういうので、普通の環境の言葉で言うと、排水基準とい

うふうな性格だろうと思っております。 

○酒井委員 それは排ガスに対しても決められていてということで、この焼却炉などもそれを

遵守するという、そういうスタンスになっていくのでしょうか。 

○水環境担当審議官 そういう数値を遵守するようにという趣旨であろうと理解しています。 

○原子力・安全保安院総合廃止措置対策室長 保安院でございますけれども、告示自体は、今、

ご説明いただいたもののように、核種ごとに濃度等が決められておりまして、１種類の核種で

あればこの濃度というのもありますし、多種類、何種類もある場合は、今、言われたように、

その比が１になるということで、その値は幾つだと求めるようになっております。 

 簡単ではございますが、以上です。 

○酒井委員 ちなみにセシウムの134、137の排ガスの許容限度は幾らですか。 

○原子力・安全保安院総合廃止措置対策室長 すぐ調べますので、ちょっとお待ちください。

すみません。 

○大垣座長 調べている間に、ほかにご意見、よろしいですか。 

 じゃあ簡単なことで、先ほど大塚委員が、私の発言があってリサイクルって、念のために申

し上げると、リサイクルという用語の使い方を、リサイクルをしないほうがいいと言ったわけ

ではないので、念のため、そういう意味でコメントをされていました。 

○大迫委員 先ほどの酒井先生の排ガス、排水の件の許容限度の話は、調べていただきたいで

すし、また、それが被ばく評価のところとどうかかわるということをきちっと整理していただ

ければと思います。災害廃棄物のほうは比較的まだましだと思っているのですが、やはり下水

汚泥のほうなんかがまさに専焼的にすべて燃やしているわけでございまして、また、排ガスの

処理設備に関しても、下水汚泥のほうのシナリオは90％除去率でやっておられるので、電気集

塵機ともあわせて考えておられるのですが、最近問題になっているような東京都の東部スラッ

ジセンター、これはバグフィルターなんですが、南部スラッジセンターは高温集塵という形で

セラミックフィルターを使っておられますが、下水汚泥のほうの排ガスも今後慎重に見ていく

必要があるかと思います。そういう意味では、排ガスの許容限度、あるいは、今後の排水の許

容限度、そういったものは、きちっと整理いただいて、シナリオ評価との関係性も明確にして
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いただければと思います。 

○森澤委員 今の基準値ですが、もし、放射線障害防止法等でいう数量を定める件というので

あれば、これは管理区域からの排出限度を決めた濃度だと思います。だとすると、被ばく線量

に換算すると、１mSv/yになっている可能性が高いですね。クリアランスとは違うと思うので、

あわせてご確認をお願いします。 

○原子力・安全保安院総合廃止措置対策室長 すみません。告示のほうでございますけれども、

こちらは１mSv/yになる値でございまして、まずセシウム134でございますけれども、周辺監視

区域外の空気中の濃度といたしましては、２×10-5Bq/cm3で、水中のほうは６×10-2Bq/cm3、次

にセシウム137でございますけれども、こちらは空気中は３×10-5Bq/cm3、水中の濃度限度が９

×10-2Bq/cm3でございます。告示上はこのようになってございます。 

○大垣座長 これは先ほどの集塵機等の性能から考えて問題ないでしょうか。 

○大臣官房長 今回の我々の作業は、放射性かどうかという意味で、廃棄物自体の放射線量は

測らないということから出発して、もう一つは、技術基準なり運転管理基準が、こういうこと

で焼却すれば安全性は確保されていますと。念のためにモニタリングしますというような感じ

で、今、我々はずっと議論してきているんですけれども、そこに炉規法の排出という意味での

規制基準が出てきて、数字の性格とか、規制の目的とか、多分、議論し出すと、なかなか時間

がかかるんじゃないかと思うんですが、そういった意味で、一応、焼却の今回の処理基準とし

ては、バグフィルターでこういう管理をすればというようなことで、とりあえず書かせていた

だいて、念のためのモニタリングみたいな議論にならないのかと。きっちり炉規法の数字を持

ってこないと、安全評価ができないのかといったあたりのご意見をいただければありがたいと

思います。 

○杉浦委員 今日、お配りいただいている資料５－２、安全委員会の出された資料というのは、

たしか前回のこの委員会でご説明していただいていて、そのときのご説明が大変、私は納得が

いっていて、２ページに「さらに」以下の今の炉規法の告示の数値のところは、１段落前の

「具体的には」というところで、１mSv/yを超えないようにというところに含まれるとか、包

含されるとか、そんなご説明だったと思います。ですから、「さらに」のところの「下回るこ

とを確認することが重要である」ということで、今日、資料４なりで数値を実際に確認させて

いただいているという整理で、このことは済んでいるのではないかと、私自身は考えますが。 

○大垣座長 ほかにはご意見いかがですか。 

 今のお話は、資料５－２は、１mSv/yで基本的には整理されているという理解でいいんです
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ね。 

○杉浦委員 ですから、１mSv/yでいいというのは、先ほど井口先生もおっしゃられたんです

けれども、今回の事故を踏まえなくとも、操業中の施設であれば、周辺の線量は１mSv/yでい

いわけですし、そこで働いている方も放射線作業者としないのであれば、公衆扱いということ

で１mSv/yでよくて、事故であろうとなかろうと、１mSv/yということを守っていれば、操業中

だったら問題ないと考えます。 

○大垣座長 ということで、先ほどのモニタリングの概念は、先ほどの資料５－１の考え方で

よろしいですかね。その基準を資料５－２のここのセンテンスを濃度限度を下回ることを確認

しつつという意味ではなくてということで、それはまずいのですか。 

○森澤委員 特に異論があるわけじゃないのですけれども、１mSv/y以下であればいい、それ

ですべていいということじゃないですよね。いろんなところで「合理的に達成可能な限り」と

いうような表現が出てきて、目標は10μSv/yで管理しようとしているんですよね。だから、１

mSv/yでいいんですと言い切らないほうがいいのではないかと、私は思います。 

それから、モニタリングですが、資料５－１の４ページにあります、ここでお書きいただいて

いますように、念のために計算結果を確認するための調査を行うという、確認するための調査

でありますからして、例えば、いろんなパラメーターを設定しているけれども、疑問が出てき

たら、本当にその数値で大丈夫か確認するための追加調査があり得るという、私はそういう理

解をしました。 

○杉浦委員 前半のほうは申し訳ないですけれども、考え方が私とは違っておって、資料５－

２の２ページの２番のところです。操業中の周辺住民と作業者については、あくまで基準値と

しては１mSv/yで、それで先生おっしゃるとおり、最適化を行うことは確かなんですけれども、

その最適化の目標で10μSv/yといったのは全くそこは間違いで、10μSv/yをやってくださいと

言っているのは、埋設した処分地であるとか、クリアランスをするときに10μSv/yが出てくる

のであって、２番の操業中の施設に対して10μSv/yという基準を回すのは全く間違いだと、私

は思いますので、最適化が必要だということは、確かに重要だと思いますが。 

○大垣座長 リスク管理で、社会全体のリスクを管理する上で１mSv/yというのは一つの基準

としてなっていて、それよりも、より低い方向にするというのは、他のリスクとの関係の中で、

可能な限りするかと思います。 

○大迫委員 先ほど、シナリオ評価との整合性と言ったのは、まさに排水基準というお話、あ

るいは排ガス基準というお話もあったので、そういう基準として、本当に運用するのか、ある
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いは、こういう評価を行って、こういう技術であれば大丈夫だと言っているので、念のための

確認なのかというお話については、今、行政側のお話としては伺ったわけです。 

実際に、これは全く住民感覚的に言って、モニタリングして数値が出てきたときに、それ

をどういうように、「ああ、ちゃんと評価したとおりに１mSv/y以下になりますね」というよ

うなことを確認するために数値を使うのかどうかというところをあいまいにしていったら、住

民の人たちとか、もちろん自治体の担当者も迷うんじゃないかということもあって、お聞きし

ています。 

○大垣座長 それは、今、資料５－２を議論すると、そういうことになると、資料５－２をね。

資料５－１の方針に関しては、これは電離則なんかの条件付きで出ますよね。ですから、値が

出たら、そのとき考え直すということじゃないでしょうか。例えば、資料５－１の７等に書い

てあるのでは、今の問題はクリアできないかな。これは作業者だけれども。 

 どうぞ。 

○大臣官房長 我々のロジックは、資料５－２の安全委員会のこの枠内で安全評価をしたら、

資料５－１のようなことになりましたと。だから、この枠内で焼却、あるいは一時保管して問

題ありませんと。これは政府全体の統一した方針ですと。 

あとは確認の意味のモニタリングということですけれども、さっきおっしゃられたように、

我々よりもちょっと濃度が高い可能性がある下水汚泥の扱いとか、まだそこの議論は、あまり

進んでいないということですので、ご指摘がございました全体のロジックがきっちり合ってい

るのかどうかという観点のモニタリングということで、当面動かせていただければと思います。 

 

○企画課長 なかなか明確にお答えできなくて申し訳ないのですが、先ほどのところで資料５

－２の２ページのところで、結局１mSv/yというのが一つの基準になっていて、「さらに」の

ところの濃度限度というのも、１mSv/yを超えないようにという考え方で設定されているとい

うのが我々の受けとめ方です。 

そこで、先ほど森澤先生からご指摘があった、必要な調査のところに書いてある今後の調

査というのは、まさに今回のいろいろな計算結果があまり外れていないということを確認する

ための調査は、行いますので、それを行った上で、ちょっとこれは違っているぞということに

なれば、そこは至急また見直しをしていく必要があるだろうと思っておりますが、まずはそこ

は確認をさせていただければと。実際調査をして、そういうことで進めさせていただければと

思っております。 
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○大垣座長 他にはよろしいでしょうか。何かこの時点でご質問あればと思いますが、いかが

ですか。よろしいですか。 

（なし） 

○大垣座長 それでは、資料５－１が、先ほど一部直すところも。 

○企画課長 それで修正を確認させていただければと思いますが、資料５－１について。口頭

で申し訳ないですが、１ページのところは、最後の段落「災害廃棄物の汚染の程度やばらつき

が大きいことなどによって」と、「程度や」という言葉を追加したいと思っております。それ

が一つです。 

○大垣座長 １ページの一番下のパラグラフの１行目、下から４行目、災害廃棄物の汚染の。 

○企画課長 汚染の程度が高いものがあることや、ばらつきが大きいことなどによってと。 

それから、次は２ページの２番の可燃物の焼却のところは、集塵機という言葉を排ガス処

理装置に置きかえたいと思います。２の１行目の「十分な能力を有する」の後の「集塵機」、

それから、「具体的には」の後の「集塵機」、その１行下の「他の集塵機」、この３カ所を

「排ガス処理装置」に修正いたします。 

それと、３ページ目でありますが、３ページ目の１行目の最後からですが、「一時保管は、

最終処分の前の処理の段階であり、次によることとする。」と修正いたします。 

○大垣座長 すみません。僕が今聞き落としちゃった、どこですか、もう１回。三つ目のでい

いんですが。 

○企画課長 ３ページの１行目の後ろからですが、「一時保管は」の後です。「一時保管は、

最終処分の前の処理の段階であり、」と入れます。 

それから、あとは、先ほど私から問題提起した10万Bq/kgのところのことですが、２ページ

の（１）主灰の一つ目の段落、「同じである」という言葉で段落が終わっていますが、この後

に１文追加します。「10万Bq/kgを超える場合には、上下水道汚泥の取扱いと同様に、適切に

放射線を遮へいできる施設で保管することが望ましい」。念のためにもう１回読み上げますと、

「また、10万Bq/kgを超える場合には、上下水道汚泥の取り扱いと同様に、適切に放射線を遮

へいできる施設で保管することが望ましい」。 

これは飛灰のほうにも同じようなことが必要だと思っていまして、３ページの（２）の飛

灰のところであります。二つ目の段落、このための段落で「適当である」で終わっております

が、ここをそれに加えまして、「10万Bq/kgを超える場合には、」、先ほどと同じですが、
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「適切に放射線を遮へいできる施設で保管することが望ましい」というのをこちらにも入れた

いと思います。 

修正すべき点は、それだけだったかと思います。 

○大垣座長 今の部分で、用語だけの話ですが、あちらのほうのレポートは副次物とか、汚泥

じゃなかったようだけど、汚泥ですか、ちょっと用語だけの話。 

○企画課長 ご指摘のとおりでありますので、用語は合わせます。 

○大垣座長 いやいや全部が全部なのか、ちょっとよく今わからないですが、汚泥でいいのか

な。汚泥でよければいいですが。 

○企画課長 上下水処理等副次産物、ただ、上下水道汚泥のほうが分かりやすいのかなとは思

ったんですけれども。合わせたほうがやっぱりよろしいですね。上下水処理等副次産物という

言葉にしたいと思います。 

○新美委員 ４ページの６の４行目ですが、「これらの計算結果」というのは、全体の安全評

価の妥当性の確認という言葉にしたほうがいいんじゃないでしょうか。単純に計算しただけじ

ゃなくて、いろんな調査も妥当であったかとか、安全率とか、そういうこともありますので、

安全評価の妥当性を確認するというふうにしたほうがいいと思います。 

○大垣座長 いいですか。皆さん、よろしいですか。そのほうが中身がよく分かる。 

○酒井委員 集塵機のところでよろしいですか。可燃物の焼却の「具体的には」の後ですが、

先ほどの企画課長の修文でいくと、「具体的には排ガス処理装置としてバグフィルターを設置

している施設では焼却可能である」、ここはできれば「焼却可能であることが期待され、また、

電気集塵機など他の集塵機を設置している施設を含めて試験的に」云々としていただくことを

期待いたします。ほかの委員の方々は、もうそこまで書く必要はないということであれば、今

のままでも結構でございますが、個人的にはそうしていただきたいと思います。 

○大垣座長 今のもう一度、確認しましょうか。文章として表現していただけます。２ページ

の２の可燃物の焼却についての３行目。 

○酒井委員 具体的には、排ガス処理装置としてバグフィルターを設置している施設では焼却

可能であることが期待され、また、電気集塵機など他の排ガス処理装置を設置している設置施

設を含めて試験的に災害廃棄物を焼却して云々ということにしていただきたいと思います。 

○大垣座長 前半を「期待され」にし、後ろを含めて「試験的に」という形で表現すると。 

○環境事務次官 焼却をして、きっちりとした測定はやっていくわけですので、電気集塵機の

ことは別にしていただいて、バグフィルターの設置で焼却可能だけども、測定はきっちりやる
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べきだということにはできないのでしょうか。 

○大垣座長 そうすると、今の酒井委員のご懸念は、バグフィルターもきちっとモニタリング

するべきであるという意見の表現になる。 

○酒井委員 それとシステムとしての効果であるはずだと。バグフィルター限定ではなかろう

という、そういう意味ですけれども。 

○大垣座長 これは全体を見れば、ほったらかしておいていいということではないと読めるの

で、焼却可能であると断言しても大丈夫というか、あまり変わらないのではないかという気が

しますが、いかがでしょうか。 

○大迫委員 酒井先生のご意見の部分は、排ガス処理設備全体としての機能としてというとこ

ろをおっしゃっているんですかね。本来は排ガス処理設備全体として後ろのほうも含めて評価

するということが常なので、バグフィルターだけを評価することは、ほとんどないと思うんで

す。煙突の最後のところで測るわけで、それはトータルとして集塵機の除去機能を全部含めて

評価されるということになるので、その部分を酒井先生は言っておられるんだと、私は理解し

ますが、その書き方、設備構成の中で、尐なくともバグフィルターがあれば、処理全体として

の性能は担保されるということは、私はそういう理解はしているので、何かうまい書き方がな

いものでしょうかね。 

○新美委員 データが乏しいことによっていろんな意見があると思いますけれども、こういっ

た限られたデータのことについては、先ほどの資料４の６のところで必要な調査は続けるとい

うことを言っており、バグフィルターのあるものと電気集塵機で分けているのは、電気集塵機

の場合には試験的にとりあえずトライしてみましょうという言い方をしています。不十分なデ

ータに基づいて進めていくけれども、バグフィルターについているものは、きちんとウォッチ

しながら、通常の焼却処理をしていいのではないかという書き方なので、慎重な対応をするこ

とは担保されていると思います。これで十分であろうと思います。 

○大垣座長 というご意見です。大迫委員のバグフィルターを設置している施設というのは、

一体としてバグフィルター単体の議論ではないので、もちろん、そういう理解で焼却可能であ

るというふうに原案のままでもいいのではないかと理解していいですか。ちょっと違う。バグ

フィルターを設置している施設では焼却可能であるという表現に対するご意見だけれども。 

○大迫委員 そうですね、私としてはこれで担保できるのではないかと。 

○大垣座長 よろしいでしょうか。 

○酒井委員 本当にしつこくて申し訳ございません。さっきの資料５－１の先ほどの排ガス処
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理のところですが、「具体的には」のところですが、「排ガス処理装置としてバグフィルター

や排ガス吸着能力を有している施設では焼却可能である」という修文はお願いできませんでし

ょうか。福島県内の焼却施設でバグフィルター設置をしている施設のほぼすべての施設で、活

性炭などの吸着剤を使用されています。このことはバグフィルターによる集じん機能のみで排

ガス処理が構成されているわけではないことを物語っています。よって、ここを「複数の排ガ

スの機能を持っているところ」という、そういう意味合いで、バグフィルターにのみ依存をす

るような印象を与えないような修文をお願いできないでしょうか。 

○大臣官房長 おっしゃられるように、大体全部そういった装置がついておりますので、バグ

フィルター１枚じゃないということで、考えさせていただきます。 

○大垣座長 ですから、バグフィルターを設置している施設というので、それが含まれている

という理解だったんですが、そこを書き加えると。 

○大臣官房長 念のために。 

○大垣座長 念のために書き加えるということでよろしいですか。 

○企画課長 結構ですが、酒井先生、どのような表現が最もよろしいですか。先ほど、吸着。 

○酒井委員 排ガス吸着能力を有する施設。 

○大垣座長 バグフィルター及び。 

○酒井委員 及びですね。 

○大垣座長 よろしいですか。 

どうも時間が大分過ぎてしまいましたが、続きまして、その他に移ってよろしいですか。 

事務局から何かあればお願いいたします。 

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、長い時間ありがとうございました。次回の検討会

でございますが、今、紙を集めていまして。それでは、まだ決定ではございませんが、今のと

ころのご都合ということで、座長の都合だけお伝えしてください。あと、大塚先生も今日ご欠

席ということですので、決定は後ほどまた改めてまた至急確認をしてご連絡したいと思います

が、座長のご予定で12日ですと、午前中と７月12日午前中と午後の早い時間でございます。そ

れから13日水曜日は午後は三角ということでございます。それから、14日は３時以降、それか

ら７月16日土曜日でございますが、これは１日あいておられるということでございます。それ

から、19日、20日は対応可能というような予定になっておりますので、この中から、大体次回

検討会を決めるということになると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 
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○大垣座長 次回は、できるだけ早目に決めていただきたいと思います。皆さん、回答よろし

くお願いいたします。それでは、本日はどうもいろいろありがとうございました。非常に短い

時間で、かつオブザーバーの方々には、大変貴重な資料を提出いただき、ありがとうございま

した。 

○環境事務次官 どうもありがとうございました。今回の扱いについて、ふだんあまりかかわ

りのない人からも、ああしろ、こうしろと実はあちこちから言われておりまして、恐らく先生

方のほうにも、外野からの注文がたくさんいっていることと思います。そういう中にもかかわ

らず、ご議論を進めていただきまして、今日、大筋でまとめていただき、大変感謝をする次第

でございます。 

 また、この間、私ども環境省も事務方として進めてまいりましたけれども、原子力安全・保

安院の方、さらに安全機構、また研究機構の方々、大変ご尽力いただきました。特に今日の資

料の測定結果の活用に関する考察とか、あるいは、パラメーターを用いた影響評価という意味

では、大変な大作業をしていただいたというふうに感謝を申し上げる次第でございます。 

 それから、今日の検討でございますが、私どもとしましては、今日のご議論の報告をベース

に、地元の方にわかりやすくするような形の補足をつけまして、早目に地元の方にご説明をし

たいというふうに考えております。やはり、地元の方がよくわかったということが、まず大事

でございます。 

その上ででありますけれども、できますれば、今月末からでも一部やっていただく。そし

て、やはり測定が大事だと思います。単にやりっ放しじゃなくて、逐一、かなり詳細に測定を

していくということで、信用を得ないと、なかなか全体の処理が進まないと思います。今日も

大分そういう意味ではご議論ございましたので、私ども、その結果を逐一発表して、そして、

これで大丈夫だということがよくわかる形で進めていきたいというふうに思うところでござい

ます。また、特に焼却については、そういったことが大事だというふうに思うところでござい

ます。 

それから、そこで出ました灰、飛灰あるいは残った灰についても、同様でございまして、

かなり高いレベルになることも容易に想像されるわけでございます。その一時保管中の測定に

ついても怠りなく進めていきたいと思いますし、対策もしっかりやっていきたいと思うところ

でございます。 

また、そういったことで、20km圏外の処理が進み出しましたら、今度は20km圏内もどうい

う調査をするのか、具体的なステップに入っていきたいと思うところでございます。 
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それから、今日も幾つか葉っぱの話も実は議論ございましたが、また、秋になれば葉っぱ

が落ちるわけでございまして、葉っぱもこれはまた廃棄物でございますし、当然ながらそこの

放射能の問題も出てまいります。そういったことについても、幅広く引き続きご検討を賜りた

いと思うところでございます。 

復旧から復興へと言われていますけれども、とにかく復旧という意味では、がれきをきっ

ちり処分していくということが第一でございますし、特に福島については放射能の汚染の恐れ

のあるがれきをしっかり処理することが復旧の大きなステップになると考えているところでご

ざいます。私ども、慎重にも慎重を期した上で、しっかりとこの事業をしていきたいと考えて

いるところでございます。 

また、引き続きお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、本日はこれで終了させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

午後 ５時２０分 閉会 

 


